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第1章  調査の趣旨 

東日本大震災津波の発災から５年が経過した。県では、岩手県東日本大震災津波復興計画に基づいて、

「安全の確保」、「暮らしの再建」、「なりわいの再生」の各分野における復旧・復興事業に取り組ん

できた。 

平成 23年度から平成 25年度までの「基盤復興期間」においては、災害廃棄物処理を終了するととも

に、三陸鉄道の全線の復旧工事が終了し、住宅再建補助制度の創設や医療機関の早期再開、さらには、

漁港や漁船、養殖施設の復旧整備等を行ってきた。 

この基盤復興の成果を土台として、平成 26年度から平成 28年度までの「本格復興期間」においては、

被災市町村の復興まちづくりが進展しているほか、被災者の生活の安定と住宅再建、水産業をはじめと

した地域産業の再生に向けた取組が着実に進められている。 

 また、三陸地域※1の復興を促進し、地域の連携や交流を促進する高規格道路のネットワークとして、

復興道路※2の整備が国のリーディングプロジェクトに位置付けられ、全区間において事業に着手され

ており、平成 24年 11月に東北横断自動車道釜石秋田線（宮守～東和間）が開通して以降、順次、開通

している。 

 本報告書は、三陸地域の交通ネットワーク整備等による環境の変化や、産業、コミュニティ等の地域

の現状の分析を基に、三陸地域の市町村長をはじめ、地域で復興に取り組む企業・団体、県外有識者（専

門アドバイザー）及び東日本大震災津波復興委員会委員等のご意見等を踏まえて、中長期的な視点や広

域的な観点に立ち、新たな三陸地域を築いていくためのアイデアや事例をプロジェクトの形で整理した

ものである。 

これらの中には、県が実施主体となることが想定される施策の他に、国、市町村や企業・団体等が主

体となって実施することを期待する施策も含んでいるほか、すでに取組が始まっているものや、アイデ

アに留まっているものまで、様々なものが含まれており、市町村や企業・団体をはじめ多くの皆様が三

陸の復興や振興に向けた取組を検討し、県民的な議論を深めていくための参考としていただきたいと考

えている。 

また、県としても平成 28年度に行う第３期復興実施計画の策定過程において検討し、実行に移してい

きたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 三陸地域：沿岸広域振興圏の９市町村、県北広域振興圏の久慈地域の４市町村を加えた 13市町村 
2 復興道路：「岩手県東日本大震災津波復興計画（平成 23年８月岩手県策定）」で位置付けた、「三陸沿

岸道路」、「東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻）」、「宮古盛岡横断道路」をいう 
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図 1-1 調査の全体像 

  

地域の現状把握 
・交通ネットワークの整備 

・復興まちづくりの進展 

・産業の再生 ・コミュニティの再生 

三陸復興・振興方策 
三陸の未来を拓くプロジェクト 

 

 

 

基本的な考え方 
・交通ネットワークの活用 

・交流・連携の仕組みづくり 

・多様な資源の発掘・活用 

復興に関わる人たちの知見 

【行政関係】 

・三陸地域の市町村長、職員 

・三陸国道事務所、南三陸国道事務所 

 

【企業・団体】 

・観光業、製造業、流通業、水産加工業、

漁業協同組合 等 

 

【有識者等】 

・復興委員会委員 

・県外有識者 

（産業、観光、コミュニティの各分野） 

 

他地域の事例調査 

・宮城県 女川町、石巻市 

・新潟県 長岡市、十日町市 
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第2章  現状と課題 

2-1  交通ネットワークの整備と復興まちづくりの進展  

 現在、被災地においては、単なる現状復旧ではなく、次の災害に備え、より安全で暮らしやすい地域

を創り上げるため、海岸保全等の復旧・整備等のハード対策と安全な避難体制の構築等のソフト施策を

組み合わせた多重防災型まちづくりの推進とともに、災害応急活動や復興の命綱となる交通ネットワー

クの構築を進めている。 

 身近な社会資本の８分野（「海岸保全施設」「復興まちづくり」「復興道路等」「災害公営住宅」「漁

港」「港湾」「医療」「教育」）の復旧・復興事業の平成 27年 12月末時点の進捗状況は、計画全体の

752 箇所中、着工は 671箇所（89％）、完成は 290箇所（39％）となっており、復旧・復興事業のピー

クを迎えている。 

 また、分野別に着工箇所数の割合を見ると、割合の高い順に「漁港」（100％）、「港湾」（96％）、

「海岸保全施設」（98％）、「教育」（93％）、「復興まちづくり」（93％）、「復興道路等」（87％）、

「災害公営住宅」（73％）、「医療」（67％）となっている。 

 
図 2-1 社会資本の復旧・復興ロードマップ3 

 

                             
3
 「社会資本の復旧・復興ロードマップ（平成 27年 12月 31日基準）」（岩手県）から作成 
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(1)  復興道路  

三陸地域を南北に貫く縦貫軸となる「三陸沿岸道路」、内陸部と三陸地域を結ぶ横断軸の「東北横断

自動車道釜石秋田線（釜石～花巻）」、「宮古盛岡横断道路」からなる復興道路の整備を、国は復興の

リーディングプロジェクトとして、早期の全線開通に向けて重点整備する意向を表明し、東日本大震災

津波発災前時点において整備中であった区間（約 93 ㎞）に加え、震災後に未着工区間（約 187㎞）を

新たに事業化し、早期の全線開通を目指して、かつてないスピードで事業を推進している。 

 復興道路は、平成 24年 11 月に東北横断自動車道釜石秋田線の宮守～東和間（23.7㎞）が開通して以

降、順次、開通しており、平成 28年１月末現在、県内の復興道路の供用率（事業化延長ベース）は 38％

となっている。 

復興道路の完成により、仙台、八戸間の所要時間は現況（H26.4時点）の 7 時間 20分から 4時間 25

分に約３時間短縮されることが見込まれるなど、三陸地域の各都市間や沿岸部と内陸部を結ぶ都市間の

所要時間が大幅に短縮される。 

 また、県では、復興支援道路として、内陸部から沿岸各都市等にアクセスする道路及び横断軸間を南

北に連絡する道路、インターチェンジにアクセスする道路について、通行の支障となっている箇所の改

築等を実施している。 

このような復興道路や復興支援道路の整備によって、大震災における津波に対しても、道路が寸断さ

れることなく交通機能が確保されると同時に、都市間の移動時間の短縮、渋滞解消等、企業立地や港湾

の利活用等産業面の活性化、救急医療施設へのアクセス向上等生活面での効果も見込まれている。 

また、復興道路の整備の影響や期待について、「平成 27年第２回被災事業所復興状況調査（岩手県）」

によると、水産加工業や製造業から輸送時間短縮のメリットや輸送コストの削減等に大きな期待が寄せ

られているほか、交通の流れが変わるなどの環境変化に対応していく必要がある等の回答もあった。 

以上のことから、三陸地域の水産業をはじめとする産業の振興やヒトとモノの交流の活発化につなげ

るためにも、新たに整備される交通ネットワーク等の社会基盤を最大限生かす取組を早い段階から進め

ていくことが重要である。 

 

 表 2-1三陸復興道路の整備状況4  

路線名 

事業化延長 

［計画延長］ 

(km) 

供用中 供用中＋工事中 

延長(km) 率(％)※ 延長(km) 率(％)※ 

三陸沿岸道路 213［213］ 65 31％ 213 100％ 

東北横断自動車道釜石秋田線  80［ 80］ 63 79％ 80 100％ 

宮古盛岡横断道路  66［100］ 8 12％ 66 100％ 

合   計 359［393］ 136 38％ 359 100％ 

※ 事業化延長に対する割合  （H28.1.31現在）  

 

                             
4 「復興実施計画における主な取組の進捗状況 （平成 28年２月）（岩手県）」 
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図 2-2 復興道路の整備状況5 

 

 

 

                             
5 岩手県県土整備部資料 
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 表 2-2復興道路の整備による直接的効果と波及効果6  

直接的効果 

時間短縮効果 
災害に強い道路の確保 
渋滞解消（交通の分散） 
その他の効果（走行経費の削減等） 

波及効果 
企業立地、既存事業の事業拡大 
復興道路を利用した港湾の利活用 
救急医療施設へのアクセス改善 

 

 

表 2-3 高規格道路の整備による事業や地域の産業に対する影響や期待7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
6 「岩手県復興道路（平成 27年 10月発行）（岩手県県土整備部道路建設課 編集･発行）」から抜粋･要約 
7 「平成 27年第 2回被災事業所復興状況調査（平成 27年 8月実施）（岩手県）」から自由記述を抜粋 

【高規格道路の整備による事業や地域の産業に対する影響や期待：自由記述抜粋】 
・各道路網の整備により基点となる地域への搬送時間が短縮され、より鮮度保持増、輸送コストの
軽減となる。（水産加工業） 

・仙台や首都圏への輸送時間が短縮されることになるので、一日も早く完成するのを期待。（水産
加工業） 

・時として納期タイトで直接、取引先へ届けるケースもあるので、インフラが整備されると内陸か
ら関東方面へ時間短縮ができて助かる。（製造業） 

・流通の拠点となるような環境整備をし、人口増加につながる方法を考えてほしい。一日でも早く。
（卸売小売業） 

・復興道路の完成により、多方面からの来客が見込めると思うが、それなりの設備やサービスをよ
りよいものにしていく努力が必要だと思う。（宿泊業） 
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【主要拠点間の所要時間シミュレーション】 

 
図 2-3 主要拠点間の所要時間シミュレーション8 

 

表 2-4 主な物流拠点と都市・港湾間等の所要時間9 

主な所要時間算出区間 現況 将来(短縮効果の時間) 

物流拠点と都市・港湾間 

金ケ崎町（工業団地） ～ 釜石港 1時間 50分 1時間 30分(-20分) 

矢巾流通センター ～ 宮古港 2時間 1時間 20分(-40分) 

観光地ルート 

松島(駐車場) ～  

陸前高田(高田松原津波復興祈念公園) 
2時間 20分 1時間 30分(-50分) 

北山崎 ～ 浄土ヶ浜 1時間 15分 1時間(-15分) 

浄土ヶ浜 ～ 盛岡駅 2時間 5分 1時間 35分(-30分) 

主要都市間(ＩＣ間) 

久慈市(久慈ＩＣ)～宮古市（宮古中央ＩＣ） 1時間 45分 60分（-45分） 

宮古市（宮古中央ＩＣ）～釜石市(釜石中央ＩＣ) 1時間 10分 35分（-35分） 

釜石市(釜石中央ＩＣ)～大船渡市(大船渡ＩＣ) 40分 25分（-15分） 

陸前高田市（陸前高田ＩＣ）～仙台市(仙台港北ＩＣ) 2時間 30分 1時間 30分（-60分） 

※ 所要時間は、最寄りのＩＣ間、「現況」は平成 26年４月時点、「将来」は復興道路完成後としている。（ ）内の短

縮時間は H26.4時点と復興道路完成後の比較 

                             
8 岩手県県土整備部試算 
9 岩手県県土整備部試算 
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（１）事例：宮古市の早採りワカメが仙台・首都圏へ即日輸送 

■三陸地域の付加価値の高い水産物の販売エリアが拡大する 

 

□復興道路の整備で三陸地域を経由した宮古―

仙台（首都圏）の輸送時間の短縮効果は 2時間

20 分 

 

□輸送時間の短縮により、仙台近郊や首都圏での

当日販売が可能なエリアが拡大する。 

 

※ 輸送時間は岩手県県土整備部の試算のほか、「E-NEXCOドラ

ぷら」などから岩手県復興局が試算 

  運転時間４時間を超える毎に 30分の休息時間をとることと

して算出 

 

 

（２）事例：三陸地域の広域の観光ルート形成 

■観光地間の移動時間短縮により、より多くの観光メニューの組込みが可能となる 

 

 

□仙台から松島、陸前高田を経由して、宮古へ向

かう観光ルートの例では、移動時間の短縮効果は

１時間 40分 

 

□移動時間の短縮により、例えば、当日中に「み

やこ浄土ヶ浜遊覧船」の乗船による観光が可能に

なるなど、より多くの観光メニューの組込みが可

能となる。 

※ 移動時間は岩手県県土整備部の試算のほか、Google Mapな

どから岩手県復興局が試算 

  松島に１時間、陸前高田に１時間 30分滞在することとして

算出 
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(2)  港湾 

 本県の海運に大きな役割を果たしてきた４つの重要港湾（久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港）等は

津波で大きな被害を受けた。津波により倒壊した湾口防波堤の復旧工事や事業中だった湾口防波堤の整

備は国が行っており、復旧工事については、概ね平成 29年度に完了する見込みである。 

 また、県管理の港湾施設の復旧工事については、平成 27年度末で 95％が完成する見込みとなってお

り、これらの復旧工事の進展等によって、港湾取扱貨物量は概ね震災前の水準にまで回復している。 

 

表 2-5 湾口防波堤災害復旧工事の状況10 

（H28.1.31現在） 

※１ ケーソンの設置により、津波被害の低減等に効果が発現される。 

※２ 釜石港及び大船渡港は開口部の潜堤延長を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 岩手県港湾取扱貨物量の推移11 

 

                             
10 「復興実施計画における主な取組の進捗状況（平成 28年２月）」（岩手県） 
11 「岩手県港湾統計年報」（岩手県） 

施設名   防波堤計画延長 

 

摘 要 工事着手済延長 

（進捗率） 

うちケーソン設置延長 

（進捗率）※１ 

久慈港湾口防波堤 3,800m 
1,715m 

(45.1％) 

1,685m 

(44.3％) 
－ 

宮古港竜神崎防波堤 400m 
 400m 

(100.0％) 
400m 

(100.0％) 
現在消波工

を施工中 

釜石港湾口防波堤 

※２ 
1,960m 

  1,650m 
(84.2％) 

1,140m 
(58.2％) － 

大船渡港湾口防波堤 

※２ 
736m 

  736m 
(100.0％) 

  531m 
(72.1％) 

－ 
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 前項で述べた復興道路の整備の進展は、港湾の活用にも大きな効果をもたらしている。 

宮古港では、海運会社が「急ピッチで整備が進められている三陸沿岸道路、宮古盛岡横断道路の早期

開通により、宮古港から県内各地、仙台、首都圏等へのアクセスが大幅に向上する。」こと等を理由に、

宮古港と室蘭港を結ぶフェリー定期航路が、平成 30 年６月から開設される予定となった。 

 これによって、三陸地域が、北海道と首都圏を結ぶ物流の基幹ネットワーク上に位置することとなり、

物流産業の立地、集積が期待される。 

 釜石港では、震災後に始まった京浜港とのコンテナ船の定期就航や東北横断自動車道釜石秋田線（釜

石～花巻）の整備の進展に伴い、コンテナ取扱量が順調に増加しているほか、震災後に整備された釜石

市片岸地区に中国の太陽光パネルメーカーの国内物流拠点が建設中であり、更なる取扱量の拡大が期待

される。また、平成 29年には、韓国・中国を結ぶ国際コンテナ定期航路の開設の動きもある。 

大船渡港では、多目的国際ターミナル整備として、（−13ｍ）岸壁の整備とともに、隣接する永浜・

山口地区工業用地の整備が進んでおり、立地意向を示す企業も増加している。 

久慈港では、野田村に建設中のバイオマス発電所の燃料となるパームカーネルシェル（ヤシ殻）の輸

入による港の利用が見込まれている。 

以上のことから、各港において、港湾の利活用を見据えた受入れ態勢の強化を図る必要がある。 

 

 

 

図 2-5 コンテナ取扱量の推移12 

 

 

 

 

 

                             
12 「岩手県港湾統計年報（平成 26年）（岩手県）」 
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表 2-6川崎近海汽船平成 28年３月７日プレスリリース（抜粋）13 

 

表 2-7 県内港湾のコンテナ定期航路及び港湾施設 

 宮古港 釜石港 大船渡港 

コン

テナ

定期

航路 

•航路名：宮古港国際フィーダーコンテ

ナ定期航路 

•開設日：平成 10年 6月 21日 

•運航スケジュール：横浜港から仙台塩

釜港、宮古港（水曜日）、八戸港、苫

小牧港から横浜港 

•運航船名：オリオン（総トン数 749ト

ン、積載能力 156TEU） 

•船会社：株式会社横浜コンテナライン 

•航路名：釜石港国際フィーダーコンテ

ナ定期航路 

•開設日：平成 23年 7月 17日 

•運航スケジュール：京浜港から仙台塩

釜港、釜石港（日曜日）、京浜港 

•運航船名：公龍丸（総トン数 749トン、

積載能力 189TEU） 

•サービス船会社：OOCL（オー・オー・

シーエル） 

•運行船社：井本商運株式会社 

•船舶代理店：日鉄物流釜石株式会社 

・航路名：大船渡港国際フィーダーコン

テナ定期航路 

•開設日：平成 25年 9月 28日（定期航

路開設） 

 平成 25年 9月 30日（第一便就航） 

•運航スケジュール：京浜港、大船渡港

（土曜日）、仙台塩釜港、京浜港 

•運航船名：清浜丸（総トン数 499トン、

積載能力 80TEU） 

•サービス船会社：株式会社ケイライン 

ジャパン 

•運航船社： 

外航：川崎汽船株式会社（“K”LINE） 

 内航：鈴与海運株式会社 

•船舶代理店：東北汽船港運株式会社 

港湾

施設 

•地区名：宮古港藤原地区 

•総面積：4.6ヘクタール 

•岸壁：水深 10メートル（延長 740メー

トル）4バース ほか 

•リーファーコンセント：2口（440 V 1

口・220V 1口）  （復旧中） 

•地区名：釜石港須賀地区 

•総面積：0.7ヘクタール 

•岸壁：水深 7.5メートル（延長 130メー

トル）1バース ほか 

•コンテナ蔵置能力：144TEU（2段積み） 

•荷役機械 

タイヤマウント型ダブルリンク式ジ

ブクレーン 1基 

ストラドルキャリヤ 1台 

•リーファーコンセント：12口（440V） 

•地区名：大船渡港野々田地区 

•総面積：1.6ヘクタール 

•岸壁：水深 13メートル（延長 210メー

トル）1バース 

•コンテナ蔵置能力：564TEU（2段積み） 

•荷役機械： 

ハーバークレーン 1基 

リーチスタッカー1台 

•リーファーコンセント：21口（5口：

440V、16口：220V 440V切替可能） 

備考   大船渡港外貿コンテナ定期航路（中国 

韓国航路）は震災の影響により、現在休

止中 

 

  

                             
13 川崎近海汽船ウェブサイト http://www.kawakin.co.jp/  

宮古／室蘭航路開設のご案内（中略） 

１．航路名 

宮古 ～ 室蘭（３２６ｋｍ） 

２．航路開設時期 

２０１８年６月（予定） 

３．運航計画 

１日１往復（航海時間１０時間、停泊時間２時間）、毎日運航 

運航ダイヤ（予定）  宮古発 ０８：００ → 室蘭着 １８：００ 

室蘭発 ２０：００ → 宮古着 翌日０６：００ 

４．使用船舶 

船名 シルバークィーン 

総トン数 ７，００５トン 全長 １３４ｍ 航海速力 ２０．７ノット 

車両積載能力 １２ｍトラック６９台 乗用車２０台 旅客定員６００名 

５．発着埠頭 

宮古港 藤原埠頭 

室蘭港 室蘭港フェリー埠頭 
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(3)  鉄道 

ＪＲ東日本が運行しているＪＲ八戸線八戸～久慈駅間は、平成 24年３月に全線で運行を再開、震災

により不通となっているＪＲ大船渡線気仙沼～盛駅間は平成 25年３月に仮復旧としてＢＲＴ（バス高

速輸送システム）が運行されたほか、ＪＲ釜石線花巻～釜石駅間には、観光面からの復興支援及び地域

の活性化を目的として、平成 26年４月に蒸気機関車「ＳＬ銀河」の運行が開始された。 

一方で、震災で不通となっているＪＲ山田線宮古～釜石駅間については、現在、被災した線路や鉄道

施設の復旧工事が行われており、復旧が見込まれる平成 30年度以降に、三陸鉄道に運営が移管される

こととなっている。また、ＪＲ大船渡線気仙沼～盛駅間については、ＪＲ東日本からＢＲＴによる本格

復旧が提案され、沿線自治体における住民の意見集約等を経て、国の主催による大船渡線沿線自治体首

長会議において合意された。 

 なお、ＪＲ山田線の盛岡～宮古駅間では、平成 27 年 12月に発生した松草～平津戸駅間での土砂流入

による脱線事故の影響で、上米内～川内駅間の上下線で運転が見合わせとなっており、平成 28年３月

現在、復旧の目途が立っておらず、早期の復旧、運転再開が求められている。 

三陸鉄道は、平成 26年４月に北リアス線小本～田野畑駅間、南リアス線吉浜～釜石駅間で運行を再

開し、南北リアス全線での運行が再開された。 

北リアス線は、久慈駅から宮古駅までの 71.0km、６市町村をつないでおり、沿線市町村の人口は約

11 万人、一日 25本程度運行され平成 26年度の乗車人員は 513,270人となっている。南リアス線は釜石

駅から盛駅までの 36.6km、釜石市と大船渡市をつないでおり、沿線市の人口は約７万 3千人、一日 18

本程度運行され、平成 26年度の乗車人員は 177,506人となっている。 

三陸鉄道沿線住民の「マイレール意識」は高く、震災以前から地域の行事やイベントなどで企画列車

が運行されるなど、地域住民の交流の取組等にも積極的に利用されている。 

 しかし、震災後の利用客数は、震災前の水準に回復していない。震災により被災した駅周辺の市街地

の復旧が途上であることに加え、新たな市街地の拠点や集落が駅から離れた場所に形成されるなど、駅

周辺の環境が変化し、通学・通勤等の定期券利用者が減少したこと等が理由として挙げられている。 

一方で、連続テレビ小説「あまちゃん」等の効果により、平成 26年度は観光における利用者が多く、

定期券以外の乗車券による利用者数が約 45万人を記録し、平成 22年度比で 118％と震災前と比べ増加

した。  

今後、ＪＲ山田線の復旧、三陸鉄道への移管により、盛駅（大船渡市）から久慈駅（久慈市）まで路

線がつながることとなり、観光利用の拡大を推進していくとともに、駅周辺のまちづくりの整備と合わ

せたバスなど公共交通サービスを含めた一体的な利用促進策が必要とされる。 
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図 2-6 三陸鉄道利用客数の推移14 

 

 

図 2-7 岩手県の鉄道路線状況15 

 

 

 

 

 

                             
14「三陸鉄道営業報告（三陸鉄道株式会社）」から作成 
15 47都道府県鉄道路線図 (http://www.47rail.jp/) 
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(4)  復興まちづくり 

 平成 27年 12月末現在、市町村が行う復興まちづくり（面整備）事業は、防災集団移転促進事業とし

ては、県内最大規模の宮古市田老地区の三王団地のほか、野田村城内地区や釜石市室浜地区等の高台団

地が完成している。県内の宅地供給計画区画数 8,012区画の全てで工事に着工しており、平成 28年度

末までに 4,645区画（約 58%）の完成が見込まれている。 

 災害公営住宅については、計画戸数 5,771戸のうち、平成 28年度末には 5,075 戸（約 88％）の完成

を見込んでいる。 

一方、災害公営住宅への入居や、住宅の自力再建等によって、応急仮設住宅等への入居人数（みなし

仮設住宅を含む）は平成 23 年 10月の 43,738人を最大とし、平成 28年２月末時点では、21,006人となっ

ている。仮設住宅での避難生活を余儀なくされている人々にとって、一刻も早い自立再建や災害公営住

宅の入居が課題であるとともに、新たな居住先でのコミュニティ形成が重要な地域課題となっている。 

 このような宅地等の整備と併せて中心市街地や商店街等の整備も進んでいる。宮古市においては、市

の中心部の宮古駅南側に、（仮称）市民交流センター、市役所本庁舎や保健センターで構成される「地

域防災拠点施設」を整備する計画がある。岩泉町では、役場支所や観光物産コーナー、診療所、災害時

に一時避難所となる多目的な機能を有する津波防災センターを岩泉小本駅に隣接して整備したほか、駅

周辺に災害公営住宅や移転団地、小・中学校等を整備するなど、被災した各市町村においては、鉄道駅

等の交通結節点を拠点とした復興まちづくりが進んでいる。 

また、平成 27年７月、大船渡市の「三陸サイコー商店会」が県内では初めて仮設商店街から本設と

して移転オープンしたほか、山田町では、「まちなか再生計画」の認定を受け、まちづくり会社が運営

する商業施設等が駅前の商業エリアに整備予定である。陸前高田市や大船渡市においても「まちなか再

生計画」の認定を受け、中心市街地に大型商業施設や商店街等を配置するとともに、高台への避難経路

の整備により津波災害に強いコンパクトなまちづくりの取組を進めている。 

このように、被災した商店街の再建は本格化しているなか、いかにまちのにぎわいの創出につなげて

いくのか、地域の知恵と工夫が求められる。 

 

 
図 2-8 復興まちづくり事業等の進捗状況16 

 

 

 

                             
16 「社会資本の復旧・復興ロードマップ（平成 27年 12月 31日現在）（岩手県）」 
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小本津波防災センター概観 小本駅診療所の開所 

 

【事例：復興まちづくり事業 

～山田町まちなか再生計画～ 】 

まちなか再生計画の認定は、国が被災地の商店街の再生を支

援する制度を創設したもので、山田町のまちなか再生計画は、

平成 27年３月に認定された。 

山田町の計画は、陸中山田駅前に公共施設、業務施設を集約

し、周辺に復興住宅等を整備する中で、戸建て店舗商店街と

キーテナントのある商業施設を大型駐車場の周りに集約する

もの。 

商業施設は、核店舗（スーパー）棟と飲食棟から構成され、

コンパクトで必要な機能の整った暮らしやすい街を再生する

計画となっている。 

 

 

【事例：駅を中心とした機能集約～岩泉町小本津波防災センター～】 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

岩泉町では、三陸鉄道岩泉小本駅と連結した新たな複合施設「小本津波防災センター」が平成 27年 12月 23日に竣工

した。 

施設の１階は町役場小本支所、観光物産コーナーや切符売り場、２階は小本診療所、会議室のほか、震災関連の大津波

資料室を設け、三陸鉄道のホームと連絡通路で結ばれている。3階は一時避難所となるホール等、災害に備え自家発電や

太陽光発電設備、防災備品庫なども設置している。 

隣接する駅は、施設の竣工日に「小本駅」から「岩泉小本駅」へ名称が変更され、駅と施設が一体となり、ヒトが集ま

り、地域のにぎわいを生み出す場として活用が期待されている。 

 

 

 

 

 

整備構想図 
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2-2  産業の再生 

(1)  産業構造 

三陸地域における産業構造を産業分類別にみると、事業従事者数及び粗付加価値額の構成比がともに

２％を超え、特化係数17が１を超えるものは、「農林漁業」「建設業」「製造業」「卸売・小売業」「医

療・福祉」であり、これらの業種が三陸地域の地域経済や雇用を支え、本県の中で三陸地域の特徴となっ

ている産業と言える。 

このうち、最も粗付加価値額の高い「製造業」について、製造品出荷額と従業者数の震災前後の推移

をみると、「食料品」は震災後に従業者数が約千人減少し、製造品出荷額も減少しているが、製造業の

中では大きなウェイトを占めている。また「窯業」は、震災後に大きく製造品出荷額を伸ばしている。

それ以外の産業（鉄鋼業等）では製造品出荷額及び従業員数は震災前後で同程度となっている。１人当

たりの粗付加価値額の推移をみると、「窯業」が倍増している一方で、「鉄鋼業」は減少している。「食

料品」は微増している。 

製造業をみると震災前と同程度の製造品出荷額を維持している業種が多いが、「窯業」については震

災後の復興需要等により出荷額及び生産性が著しく向上していること、「食料品製造業」については、

震災により従業者数は約２割減少したが、生産性が僅かに向上している。「鉄鋼業」の出荷額は変わら

ないが、粗付加価値額の減少により生産性が低下している。 

 

表 2-8三陸地域における産業大分類別事業従事者数及び付加価値額18 

 
※ カッコ内は三陸地域における割合 
※ 網掛けは事業従事者数・付加価値額ともに２％を超え、特化係数が１を超えるもの 

                             
17 特化係数：三陸地域における構成比を岩手県全体の構成比と比較した係数。１の場合は岩手県の構成

比と等しく、１より大きい場合には、当該指標のウェイトが岩手県平均を上回っていることとなる 
18 「平成 24年経済センサス（総務省・経済産業省）」から作成 

事業従業者 付加価値額

A〜B農林漁業 2,531 (3.3%) 6,219 (2.5%) 1.621 1.901

C鉱業，採石業，砂利採取業 257 (0.3%) 598 (0.2%) 2.610 2.243

D建設業 11,497 (15.1%) 31,728 (12.8%) 1.480 1.475

E製造業 14,665 (19.2%) 56,753 (23.0%) 1.067 1.050

F電気・ガス・熱供給・水道業 309 (0.4%) 1,123 (0.5%) 1.069 0.814

G情報通信業 343 (0.4%) 905 (0.4%) 0.351 0.181

H運輸業，郵便業 3,504 (4.6%) 11,510 (4.7%) 0.810 0.734

I卸売業，小売業 15,744 (20.6%) 51,068 (20.7%) 1.009 1.015

J金融業，保険業 1,768 (2.3%) 12,858 (5.2%) 0.852 0.802

K不動産業，物品賃貸業 1,311 (1.7%) 3,920 (1.6%) 0.881 0.776

L学術研究，専門・技術サービス業 983 (1.3%) 3,357 (1.4%) 0.700 0.617

M宿泊業，飲食サービス業 4,577 (6.0%) 7,476 (3.0%) 0.811 0.865

N生活関連サービス業，娯楽業 2,790 (3.7%) 5,713 (2.3%) 0.903 0.897

O教育，学習支援業 722 (0.9%) 1,392 (0.6%) 0.368 0.291

P医療，福祉 9,694 (12.7%) 36,972 (15.0%) 1.070 1.145

Q複合サービス事業 1,368 (1.8%) 4,678 (1.9%) 1.694 1.897

Rサービス業（他に分類されないもの） 4,293 (5.6%) 10,859 (4.4%) 0.875 0.960

合計 76,356 (100%) 247,129 (100%) - -

産業大分類
事業従事者数

(人)
粗付加価値額
(百万円)

特化係数
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図 2-9三陸地域の製造業産業種類別従業員数と製造品出荷額の推移19 

 

 

図 2-10三陸地域の製造業産業種類別従業員数と１人当たり粗付加価値額の推移 19 

 

                             
19 「平成 25年工業統計調査（経済産業省）」から作成 
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(2)  企業立地 

 三陸地域では、これまで宮古地域のコネクタ関連産業や釜石地域の新日鐵住金㈱、ＳＭＣ㈱などのも

のづくり企業を中心とした関連産業の集積や、水産資源等の地域資源を生かした広域的な水産加工拠点

化に取り組んでおり、震災以降、新たに 18件（うち製造業９件）が立地している。 

表 2-9三陸地域への立地件数20 

年度 
全業種 製造業  

県全体 うち三陸地域 県全体 うち三陸地域 

Ｈ21 １１件 ２件 ５件 ２件 

Ｈ22 ２３件 ０件 １６件 ０件 

Ｈ23 ２４件 ６件 １６件 ４件 

Ｈ24 ３７件 ４件 １２件 １件 

Ｈ25 ２１件 ３件 １２件 ３件 

Ｈ26 １７件 ３件 ６件 １件 

Ｈ27 ９件 ２件 ３件 ０件 

 

(3)  雇用情勢 

沿岸部（釜石、宮古、大船渡、久慈地域の職業安定所管内）における平成 27 年 12月の有効求人倍率

（原数値）は、1.46となっており、平成 24年７月以降、１倍台の高い水準となっている。 

 三陸地域では、被災した事業所や工場等の復旧等が着実に進んでいる一方で、人手不足は水産加工業、

建設業などの業種で大きな課題となっている。 

 今後、水産加工業等の工場の新設や誘致企業の工場増設等も予定されており、短期的には、労働力不

足の状況は深刻化していくと見込まれる。 

 
図 2-11 沿岸地域の有効求人倍率推移21 

 

                             
20 岩手県商工労働観光部調べ 
21「一般職業紹介状況（岩手労働局）」から作成 
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(4)  水産業 

 本県の沿岸及び沖合は、黒潮と親潮に加え、津軽暖流が交わり、世界でも有数の漁場となっている。

そのため、震災前の平成 22 年には、本県があわび類、わかめ類で全国１位、さけ・ます類、うに類、

こんぶ類で全国２位となるなど全国でもトップクラスの生産量を誇っており、平成 22年の海面漁業・

養殖業生産額は、385億円となっていた。 

 また、豊富な水産資源を活用した水産加工も盛んであり、本県の水産加工品製造出荷額は、平成 21

年度において 741億円となっていた。 

 東日本大震災津波により、漁船約 13,000隻が被災したほか、養殖施設や水産加工施設、冷凍・冷蔵

施設等に壊滅的な被害が生じた。漁業協同組合を核とした漁船・養殖施設等生産手段の一括購入・共同

利用システムの構築により、平成 28 年１月末時点で 10,586隻の漁船が稼働可能な状況となったほか、

養殖施設の整備が進んでいる。 

また、魚市場や製氷・貯氷施設等の早期復旧により、「被災事業所復興状況調査（平成 28年第１回）」

によると、水産加工業の事業再開率（一部再開を含む。）は、84.0％（全体：73.8％）と他業種と比較

して高い割合となっている。   

漁港施設等の本格的復旧・整備も進められるなど漁業全般に対する各種取組によって、産地魚市場水

揚量は、平成 26年４月から平成 27年３月までの水揚量が震災前の過去３年（平成 20年度～22年度）

平均に対して 82％、養殖生産量は同 61％まで回復してきている。 

 東日本大震災津波からの復旧・復興の過程において、震災前より衛生的な施設への転換を行うほか、

三陸地域の食品製造事業者等の事業形態やニーズに応じて、行政や企業による品質管理、商品開発、販

売ルートの開拓等の支援や水産加工業へのカイゼンの導入等による経営力の強化等の取組が行われて

きた。 

 これらにより、水産加工業者は、震災前よりレベルの高い衛生・品質管理を目指したり、水産加工業

者相互に、又は異業種や消費者等と連携し、新商品の開発や商品のブランド化等新たな付加価値を有す

る商品づくりや、海外への輸出を含めた販路の開拓を進めるなど、新たな取組がみられるようになって

いる。 

 

(5)  観光業 

①観光地の概況 

 三陸地域は震災前、年間延べ 693万人の観光客が訪れ、陸中海岸国立公園（現三陸復興国立公園）を

構成する碁石海岸、浄土ヶ浜、北山崎等の自然景勝地や、高田松原、根浜海岸、浪板海岸等の海水浴場、

オートキャンプ場モビリア、船越家族旅行村等のアウトドア施設、鯨と海の科学館やもぐらんぴあなど

の海をテーマとした観光施設等が立地し、鮭や毛ガニ、アワビといった海の幸も豊富で、一定の観光ポ

テンシャルを有する地域であった。 

 一方で、三陸地域は、スキー場や温泉等の冬季の観光資源が乏しく、冬季観光の底上げが課題となっ

ていた。 

 東日本大震災津波により、国立公園のビジターセンターや遊歩道が被害を受けたほか、砂浜の消失や

水中のガレキ等により海水浴場で遊泳できなくなったほか、キャンプ場は応急仮設住宅地として利用さ

れ、臨海部の観光施設や宿泊施設も被害を受け、営業ができなくなった。 
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 一方、震災以降、観光復興への後押しとなるようなトピックスも多く、平成 26年度の三陸地域の観

光入込客数（延べ人数）は、約 650万人回となり、震災前（平成 22年度比）の約９割まで回復してき

ている。       

 

 

図 2-12三陸地域の観光入込客数の推移（延べ人数）22 

 

   

 

図 2-13平成 26年度三陸地域の月別観光入込客数（延べ人数）23 

 

 

 

 

 

                             
22「 岩手県観光統計概要（岩手県商工労働観光部）」から作成 ※東日本大震災津波の影響により、デー

タを紛失又は調査実施が不可能となった三陸地域の市町村の観光地点等がある 
23 「岩手県観光統計概要（岩手県商工労働観光部）」から作成 ※東日本大震災津波の影響により、デー

タを紛失又は調査実施が不可能となった三陸地域の市町村の観光地点等がある 
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表 2-10 三陸地域の観光を取り巻く主なトピックス 

 

②観光客受入れの動き 

 復旧が進むにつれて、震災学習のプログラムや、地域資源を活用し、多様な観光客を受け入れる取組

が生まれている。 

震災後、平成 23年５月には、三陸鉄道が被災地視察に対応するプログラム「フロントライン研修」

を立ち上げた。当時、三陸鉄道が全線復旧していなかったため、本来業務に就けない運転士等が案内を

行い、平成 24年には、3,018 人の利用があった。また、各地で「震災語り部ガイド」が組織され、観光

協会等の活動も再開され始めた。 

「まるごとりくぜんたかた協議会」では、企業や学校といった団体に焦点を当てた漁業・農業の体験

メニューを整備し、受入れ態勢を整え、平成 27年度は 10月時点で 3,500名を受け入れている。 

 釜石市の「三陸ひとつなぎ自然学校」は、震災ボランティアのコーディネートを行っていた団体が前

身となっており、地域の自然や文化を体験するプログラムや、首都圏等からのインターンの受入れなど

幅広い活動を行っている。また、山田町の「GEOTRAIL」は、船越半島と重茂半島に囲まれた山田湾の静

穏な海という特徴を生かしたシーカヤッククルーズを行っている。 

 

③観光施設の復旧・整備の動き 

 観光施設や観光船等の復旧も進んでいる。「三陸山田かき小屋」や「浄土ヶ浜レストハウス」、「小

袖海女センター」、「北山崎断崖クルーズ」等が復旧し営業を再開している。被災により休業していた

宿泊施設も、羅賀荘（田野畑村）、渚亭たろう庵（旧たろう観光ホテル）（宮古市）、三陸花ホテルは

年 月 観光を取り巻く主なトピックス 

平成 24年 

４～６月 

・「いわてデスティネーションキャンペーン」開催 

日本最大規模の観光キャンペーンである「いわてデスティネーションキャンペーン」が開催され、内

陸から沿岸の観光地を訪れたり、震災語り部ガイドの話等を盛り込んだ「三陸復興応援バスツアー」の

運行が行われた。 

平成 25年 

４～９月 

・ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あまちゃん」放映 

主要なロケ地であった久慈市や三陸鉄道に大きな注目が集まり、海女の素潜りの実演も再開された。 

平成 25年５月 ・三陸復興国立公園指定 

陸中海岸国立公園に、青森県の種差海岸階上岳県立公園等を編入する形で、三陸復興国立公園が指定

され、浄土ヶ浜ビジターセンターの整備や、「みちのく潮風トレイル」として、海岸線沿いに 700kmの

トレイルコースの整備も進められている。 

平成 25年９月 ・「三陸」が日本ジオパークに認定 

ジオ（地球）に関わるさまざまな自然遺産、たとえば、地層・岩石・地形・火山・断層等が学習でき

る場として、ガイドプログラムも整備され、北山崎の断崖絶壁を海から小型船で遊覧する「さっぱ船ア

ドベンチャー」も好評を博している。 

平成 26年４月 ・蒸気機関車「ＳＬ銀河」の運行開始 

観光面からの復興支援及び地域の活性化を目的として、ＪＲ東日本が、釜石線（花巻～釜石駅間）で

蒸気機関車「ＳＬ銀河」の運行を始めた。 

平成 27年３月 ・「ラグビーワールドカップ 2019」岩手県・釜石市開催決定 

平成 31年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ 2019」の開催都市の１つとして岩手県・釜

石市が決定し、鵜住居地区に新たにスタジアムが建設されることとなった。 

平成 27年７月 ・橋野鉄鉱山世界遺産登録決定 

現存する日本最古の洋式高炉跡である橋野鉄鉱山の世界遺産登録が決定し、ガイドプログラムやイン

フォメーションセンターの整備が行われた。 



  

22 

 

まぎく（旧波板観光ホテル）（大槌町）、キャピタルホテル 1000（陸前高田市）等、復旧、移転などに

より、営業を再開しており、復興事業関係者のみではなく観光客の受入れも始まっている。 

 また、復興道路の整備の進展と併せ、道の駅の復旧、整備も始まっている。道の駅「高田松原」は、

国土交通省から地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援で効果的な取組が期待でき

るとして、「重点道の駅」の選定を受けた。このことにより、国営追悼・祈念施設（仮称）、高田松原

津波復興祈念公園と一体的に再整備され、三陸地域のゲートウェイとして震災の実態と教訓を国内・海

外に向けて発信することが期待されている。 

他にも、道の駅「たろう」も「重点道の駅」の選定を受け整備が進んでいるほか、久慈広域の大規模

道の駅設置についても検討が行われている。また、岩泉町小本地区には新たな道路整備に併せた産直施

設の整備の検討も進んでいるほか、陸前高田市等では砂浜の再生への取組も行われている。 
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釜援隊のビジョン・ミッション 

2-3  コミュニティの再生 

(1)  地域づくりの動き 

 地域づくりの担い手として、地域住民のみならず、団体・企業や、地域外からのＵ・Ｉターンの移住

者等、多様な主体が参画し、復興まちづくりや地域課題を解決する取組が表れ始めている。 

宮古市では、若手経営者が集まり、新たな交通ネットワークを生かした観光振興に向け、「宮古観光

創生研究会」を立ち上げたほか、釜石市では、国の復興支援員制度を活用し、外部の支援団体と連携し

て「釜援隊」を立ち上げ、市内のＮＰＯ法人やまちづくり団体、企業等と連携しながら、多様な地域課

題の解決を支援する活動を支援している。 

また、震災後に多くのＮＰＯ法人が設立され、例えば、ＮＰＯ法人ｗｉｚは、クラウドファンディン

グ24の仕組みを生かしつつ、各地の地域づくりの活動を支える活動を行うなど、地域コミュニティの再

生や地域課題の解決のため、様々な人や団体、企業とのつながりを活用し、三陸地域に新たな価値を創

造しようとする取組も進められている。 

このような活動の多くは、地元の若者や女性のほか、三陸地域にＵターンした出身者、支援に訪れた

ボランティアなどが主体となっており、各地に根付いた活動となるよう支援することが必要である。 

表 2-11 認証時期別のＮＰＯ数（平成 27年 12月１日現在） 

認証時期 団体数 

平成 23年３月以前に認証 ４９ 

平成 23年４月以降に認証 ７０ 

合計 １１９ 

※三陸地域に拠点を置く特定非営利活動法人数（審査中の団体を除く） 

【事例：地域課題を解決する復興支援員～釜石リージョナルコーディネーター協議会～】 

釜石リージョナルコーディネーター協議会（通称：釜援隊）

は復興支援員制度を活用して、地域外から人材を募集し、釜石

のまちづくりを様々な取組で支援している団体。 

釜援隊は、“リージョナルコーディネーター”(＝地域の調整

役)として、市内のＮＰＯやまちづくり団体、市関係団体等を支

援しており、この仕組みは「釜援隊モデル」とし岩手県・福島

県の複数の自治体で展開されている。 

釜援隊は、釜石の夏祭り「釜石よいさ」の復活のサポート、

災害公営住宅の自治会設立のサポート等の活動を行っている。 

釜援隊メンバーとして 20名が採用され、現在７名が卒業(うち、２名は釜石で活動継続)した。釜援隊の特徴として、

釜石リージョナルコーディネーター協議会が採用し、様々な組織の中で活動するという雇用形態や、80％ルール（20％

は自分のやりたいことをして良い）など、ある程度、個人の活動の自由度があることが挙げられる。 

（釜石リージョナルコーディネータ協議会 事務局 石井氏） 

                             
24 クラウドファンディング：インターネット等を使用し、不特定多数を対象として資金調達等を行う仕

組み 
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【事例：三陸地域における地域づくりの取組】 

団体名 市町村名 活動内容 

宮古観光創生研究会 宮古市 若者の視点を生かした誘客等による観光振興のため、企業や団体の若

手有志(金融や観光、行政などのメンバー10名から成る)によって、平成

28年１月に設立された。 

研究会は外国人観光客の誘客や民泊の拡大などをテーマとし、本年 5

月から本格的に活動する予定。平成 29年３月を目途に具体的な観光振

興の取組をまとめるとしている。 

女性起業芽でる塾 in宮古 宮古市 特定非営利法人参画プランニング・いわてが実施している取組。 

被災地の女性の厳しい雇用情勢を踏まえ、女性向けの起業講座とし

て、パソコン教室や起業支援等をきめ細かに行っている。 

受講生の中には、震災で農業が継続困難となっていた方が受講をきっ

かけにハーブ園を開設した例もある。 

宮古市重茂漁業協同組合

女性部 

宮古市 津波被害で漁業基盤を失った女性部員は 290名にのぼり、震災から１

年間は各自の生活に注力したが、２年目からは｢ふれあいバザー｣｢浜の

母ちゃん運動会｣など地域を元気づける活動を再開した。 

３年目の平成 25年には、地域の復興を目指し、将来を担う子どもと

ともに、漁場再生のために崩れた森林を再生する植樹等を実施した。 

大槌刺し子プロジェクト 大槌町 被災者の生活再建に向けて針と糸の手仕事を創出している。企業との

コラボレーション商品や独自商品を開発販売し、その製作を主に地域の

主婦による「刺し子」に依頼している。 

NEXT KAMAISHI 

 

釜石市 平成 24年５月に結成された、職業や立場の異なる 20～40代の釜石市

内の若手事業者を中心とした若手 25人で結成され、現在では 60人によ

るまちづくりの任意団体。 

一時中断していた「釜石よいさ」の再開や「釜石百人会議」の開催等、

まちづくりに継続的に取り組んでいる。 

ＮＰＯ法人 ｗｉｚ 大船渡市/

盛岡市 

岩手県地域内外のネットワークとアクションにより岩手を盛り上げ

るため、岩手県出身の各地域で活動している若手たちが集まり、平成 26

年４月に設立された。 

若手の挑戦支援として、県内外で勉強会・交流会等開催、長短実践型

インターンシップのコーディネート、クラウドファンディングサイト

「いしわり」の運営等を行っている。 

ＮＰＯ法人いわて地域づ

くり支援センター 

大船渡市 大船渡市で女性たちが中心となって組織された。 

仮設住宅で「女子会」を開催し、そこで得られた生活ニーズをもとに、

パソコン教室を開催するなど、生活再建に向けたきめ細かな支援を行っ

ている。 
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(2)  人口 

①三陸地域の人口推移 

三陸地域の 13市町村の人口は、約 25万人となっており、過去 10年間に、約４万５千人（15.2％）

減少している。東日本大震災津波により平成 23年は大きく減少したものの、その後、人口減少ペース

は震災前の水準と同程度になっている。 

また、男女別にみると女性の減少率が男性を上回る水準で推移している。 

表 2-12 岩手県・三陸地域・三陸地域市町村の人口推移25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
25

 「岩手県毎月人口推計（岩手県）」から作成 

H18 H22 H23 H24 H25 H26 H27 対H18 対H22

総数 1,374,699 1,330,147 1,132,756 1,303,351 1,294,453 1,284,384 1,272,891 -7.4% -4.3%

男性 657,910 634,971 626,861 622,565 618,501 613,806 608,509 -7.5% -4.2%

女性 716,789 695,176 505,895 680,786 675,952 670,578 664,382 -7.3% -4.4%

総数 -0.8% -14.8% 15.1% -0.7% -0.8% -0.9%

男性 -0.7% -1.3% -0.7% -0.7% -0.8% -0.9%

女性 -0.9% -27.2% 34.6% -0.7% -0.8% -0.9%

総数 296,739 280,276 266,215 262,257 258,766 255,513 251,757 -15.2% -10.2%

男性 139,953 132,316 126,060 124,399 122,838 121,308 119,624 -14.5% -9.6%

女性 156,786 147,960 140,155 137,858 135,928 134,205 132,133 -15.7% -10.7%

総数 -1.0% -5.0% -1.5% -1.3% -1.3% -1.5%

男性 -0.6% -4.7% -1.3% -1.3% -1.2% -1.4%

女性 -1.4% -5.3% -1.6% -1.4% -1.3% -1.5%

総数 296,739 280,276 266,215 262,257 258,766 255,513 251,757 -15.2% -10.2%

宮古市 62,710 59,430 57,952 57,169 56,488 55,856 55,017 -12.3% -7.4%

大船渡市 42,812 40,737 39,097 38,942 38,674 38,463 38,024 -11.2% -6.7%

久慈市 38,517 36,872 36,515 36,208 35,919 35,506 35,106 -8.9% -4.8%

陸前高田市 24,439 23,300 20,252 19,707 19,509 19,333 19,097 -21.9% -18.0%

釜石市 42,229 39,574 37,271 36,830 36,244 35,840 35,262 -16.5% -10.9%

住田町 6,708 6,190 6,203 6,093 5,986 5,880 5,751 -14.3% -7.1%

大槌町 16,313 15,276 12,681 12,218 11,909 11,690 11,513 -29.4% -24.6%

山田町 19,866 18,617 16,903 16,406 16,124 15,903 15,564 -21.7% -16.4%

岩泉町 11,619 10,804 10,574 10,342 10,094 9,793 9,579 -17.6% -11.3%

田野畑村 4,148 3,843 3,747 3,689 3,596 3,534 3,474 -16.2% -9.6%

普代村 3,284 3,088 3,015 2,985 2,944 2,905 2,859 -12.9% -7.4%

野田村 4,943 4,632 4,446 4,377 4,327 4,231 4,189 -15.3% -9.6%

洋野町 19,151 17,913 17,559 17,291 16,952 16,579 16,322 -14.8% -8.9%

対
前
年
比

三
陸
地
域
 
市
町
村

人
口

岩
手
県

人
口

区分

三
陸
地
域

人
口

対
前
年
比



  

26 

 

②将来推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所の「地域別将来推計人口（平成 25（2013）年３月推計）」によれば、

三陸地域の 13市町村の人口は今後 20年間で（平成 22年→平成 42年）で約３割減少し、高齢化率は４

割を超えると推計されている。 

 

図 2-14 三陸地域の将来人口推計26 

 

③「岩手県人口ビジョン」と「岩手県ふるさと振興総合戦略」 

本県は、戦前・戦後の一時期を除き、東京都など首都圏への人口流出による社会減が一貫して続いて

いるほか、平成 11（1999）年以降には出生数を死亡者数が上回る自然減が相まって、近年、年間１万人

程度の人口減少が続いており、こうした傾向が、社会増減は一定程度収束するが社会減はなお継続する

として推計を行ったのが、国立社会保障・人口問題研究所の試算である。 

本県では、平成27年10月に、県の人口等を分析し、今後の人口展望を示す「岩手県人口ビジョン」を

策定した。 

「岩手県人口ビジョン」の本県の人口展望では、ふるさと振興を進めることにより、出生率の向上と

社会減ゼロを実現し、超長期的な人口増の可能性も視野に入れた人口の定常状態を目指し、当面、人口

の減少傾向は続くものの、平成52（2040）年に100万人程度の人口を確保し、超長期的には人口増の可

能性を視野に入れている。 

また、併せて、「岩手県人口ビジョン」を踏まえ、ふるさとを振興し、人口減少に立ち向かうための

基本目標を定め、主な取組方向や具体的な施策等を示すものとして、「岩手県ふるさと振興総合戦略」

を策定し、総合的に取組を進めている。 

 

 

 

 

                             
26 「国勢調査」及び「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）（国立社会保障・人口問題研究

所）」から作成 
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図 2-15 本県の人口の長期的な見通し27 

                             
27「岩手県人口ビジョン（岩手県）」 
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第3章  基本的な考え方と展開の方向性 

3-1  基本的な考え方 

三陸地域の復興、その次の段階である本格的な地方創生の推進に当たっては、交通ネットワークや復

興まちづくり等による地域の社会経済インフラの整備効果を最大限に発揮し、地域の住民一人ひとりが

主役となり、多様な主体が連携しながら、三陸ならではの多様で豊かなライフスタイル（暮らしや働き

方）を実現できるよう、三陸地域が一丸となって取り組むことが必要である。 

このことから、三陸復興・振興方策の取りまとめに当たっては、次の「基本的な考え方」を踏まえる

ものとする。 

 

 

 

 

  三陸地域の高規格道路は、「命の道」として機能したことから、その整備が「復興道路」として国

のリーディングプロジェクトに位置付けられ、かつてないスピードで整備が進められている。 

  主要港湾の復旧も順調に進み、宮古～室蘭間フェリーの航路の開設や、運輸事業者が物流施設を立

地させるなどの動きも見られる状況である。 

交通ネットワークの変化は、三陸地域と他地域を結ぶヒトの移動時間やモノの輸送時間を大幅に短

縮させ、交流人口の拡大や商品の販路の拡大等、産業や観光面でのメリットが期待されるほか、三陸

地域の人々の生活圏域が拡がり、利便性の向上が期待される。 

今後は、整備された社会基盤を生かして、三陸地域の地域振興や産業振興につなげていくことが重

要である。 

 

 

 

 

 

  三陸地域には、収入よりやりがいを重視して、ボランティアやＮＰＯ、ＮＧＯ等の団体や企業等の

人たち、復興支援員等、多くの方々が地域に入り活躍している。また、震災を契機に、ふるさとや被

災地の復興に役立ちたいと、Ｕターンする若者や中高年者、更には高校卒業後に地元就職する若者も

目立っている。 

  これまでの三陸地域は、農山漁村地域の住民が主体となり、共通の価値観のもと、生活と産業が一

体となった関係性の強いコミュニティが形成されてきた。今後、人口減少が懸念されるなか、地域コ

ミュニティを再生し、維持していくためには、熱意と気概を持って活動する地域内外の個人や企業、

団体等が連携し、地域が抱える課題解決を図っていくことが重要である。 

 

１交通ネットワークの活用 

交通ネットワークの変化を三陸地域のヒトとモノの交流につなげる 

２ 交流・連携の仕組みづくり 

三陸地域で活躍する若者、女性など個人、企業や団体の多様な主体による相互連携や支援の仕

組みを整え、創造的な地域づくりを促進する 
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震災後、三陸鉄道の「フロントライン研修」や宮古市の「学ぶ防災」等、各地で大震災津波の経験

や教訓を伝える震災学習や防災教育、三陸復興国立公園内の雄大な自然を満喫するシーカヤックク

ルーズやトレッキング、農林水産業の体験プログラムの提供等、三陸地域の多様な地域資源を生かし

て交流人口の拡大につなげる取組が見え始めている。 

  また、漁業者や水産加工業者等が連携して、ブランド化、商品開発、販路拡大等への取組、産地と

消費者をつなぐ情報誌の発行、交流会の開催等を通して、自らのやりがいを向上させつつ、新たな三

陸地域のファン獲得を目指した取組も盛んに行われるようになってきている。 

三陸地域の豊かな自然環境や地域文化、農林水産物等の多様な資源を発掘・活用し、持続可能な地

域社会を実現していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 ・産業の発展や生活利便性の向上が期待される 

・文化や暮らしの価値を外に発信していく大きな機会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

 

１ 交通ネットワークの活用 
・交通ネットワークの変化を三陸地域の 

ヒトとモノの交流につなげる 

 

２ 交流・連携の仕組みづくり 
・三陸地域で活躍する若者、女性など個 

人、企業や団体の多様な主体による相 

互連携や支援の仕組みを整え、創造的 

な地域づくりを促進する 

 

３ 多様な資源の発掘・活用 
・三陸ならではの地域文化や自然環境、 

農林水産物などの多様な資源の発掘・ 

活用による持続可能な地域社会を実現 

する 

３ 多様な資源の発掘・活用 

三陸ならではの地域文化や自然環境、農林水産物などの多様な資源の発掘・活用による持続可

能な地域社会を実現する 
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3-2  展開の方向性 

三陸地域の復興と振興を推進し、持続可能な地域経済を実現するため、前項に掲げる３つの「基本的

な考え方」に基づいて、地域の資源を多様な主体が連携して活用し、ヒトとモノの交流を活発化し、経

済を好循環させる仕組みを構築することが不可欠である。 

モノの交流について、三陸で生産・加工された商品を効率的に輸送し、販売していくこと、また港湾

を活用した流通機能を担う地域という点から、交通ネットワークの変化を活用した「産業」振興につい

て検討する。 

 ヒトの交流について、三陸地域外から人を呼び込み、交流人口の拡大により、地域経済の活性化につ

なげる「観光」振興について検討する。地域内の人々の交流を促進するという点からは、震災を契機に

地域内外の様々な人材が三陸の地域づくりに関わっている状況を生かし、地域の暮らしや文化を次の世

代に継承していけるような「コミュニティ」活性化について検討する。 

 これらを踏まえ、以下では『産業』『観光』『コミュニティ』の３つのテーマについて、展開の方向

性を整理する。 

 

(1)  「産業」 ～時間短縮効果を産業振興へ～ 

 交通ネットワーク整備による時間短縮効果を生かし、首都圏等の消費地や産業集積のある県内陸部と

の連携強化、港湾を活用した内外貿易の活発化等により産業の振興を図ることが重要である。 

また、三陸地域の特徴的な産業である水産業においては、付加価値の高い商品を生み出す仕組みを構

築することで、やりがいと所得の向上を図りつつ、後継者を確保していくことが必要である。 

 さらに、産業を支える地域企業の発展のために重要な人材の確保や資金調達、新規事業の立ち上げ、

新しい技術の研究開発等について、広域で地域企業を支える基盤を形成することが重要である。 

 

(2)  「観光」 ～アクセス性向上を交流拡大へ～ 

 交通ネットワーク整備による地域間のアクセス性の向上を生かした交流人口の拡大を図ることが重

要である。 

現在、三陸地域における観光客数は緩やかに回復しつつあるが、夏季に比べ冬季の観光客数が少ない

傾向がある。豊かな海の幸を生かした食の魅力の強化等による、通年型の観光の振興が重要である。 

 また、2016年（平成 28年）に、「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会」が開催されるほか、2019

年ラグビーワールドカップの岩手県・釜石市開催が決定し、本県への注目度が高まることが期待される。

東日本大震災津波からの復旧・復興の過程においては、全国、世界の各地からボランティア等の多くの

支援を頂いており、このようなイベントを契機として、これまで関わりのあった人々に、支援に対する

感謝とともに復興した姿を今一度見て頂き、三陸地域とのつながりが維持され、ファン、リピーターに

なってもらえるよう取り組むことが重要である。 

 さらに、三陸復興国立公園や、三陸ジオパークの日本ジオパークとしての認定をはじめ三陸地域の観

光振興の後押しとなるような動きもあったほか、各地域において震災学習や民泊、漁業体験等、新たな

観光の魅力開発に取り組む動きもある。このような三陸地域の動きを広域的な観点から支援し、三陸地

域の観光戦略を立て、実行していく仕組みづくりも重要である。 



  

31 

 

 

(3)  「コミュニティ」 ～生活圏域拡大を地域活性化へ～ 

 沿岸市町村では、それぞれの復興計画に基づき、居住、商業、産業の各機能や拠点配置が行われてい

る。市町村の中には、銀行や郵便局、病院、商店街等の生活利便施設の配置が震災前から大きく変化す

る地域もある。 

加えて、交通ネットワークの整備により広域的な移動が容易になることから、生活圏の変化や拡大を

見据えて、三陸地域の人々の日常的な交流促進や生活サービス機能の生活圏の拡大への対応、重要な地

域の足として鉄道を活用していく方法等の検討が必要である。 

 また、震災からこれまでの間、若者や女性が地域のコミュニティ支援活動において活躍するとともに、

多くの支援者が三陸地域でボランティア活動等に関わっており、地域づくりに関わるＮＰＯの数も増加

傾向にある。 

人口減少と高齢化が顕著な地域のコミュニティ維持や、災害公営住宅や高台移転した新たな団地等に

おけるコミュニティの再生等、地域づくりを取り巻く諸課題に対し、地域の若者や女性、地域外の支援

者等、多様な人材の参加によるコミュニティの再生・活性化が重要である。 
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第4章  三陸の未来を拓くプロジェクト 

 

 基本的考え方と展開の方向性を踏まえ、地域の方々や有識者等からのご意見もいただき、三陸の復

興・振興を進めていくアイデアや事例を「三陸の未来を拓くプロジェクト」として整理した。 

 

プロジェクトの構成と基本的な考え方の対応 

基本的な考え方 

１ 交通ネットワークの活用 

２ 交流・連携の仕組みづくり 

３ 多様な資源の発掘・活用 

 

 
プロジェクト名称 

基本的な考え方 

１ ２ ３ 

産 
 

業 

Ａ-１三陸まるごと直送プロジェクト 

新鮮な三陸の水産物等を復興道路で消費地に直送 
○  ○ 

Ａ-２三陸物流強化プロジェクト 

港湾と復興道路の活用による県内企業の競争力向上 
○   

Ａ-３三陸産ブランド構築プロジェクト 

生産者の意欲と所得向上に資する産地ブランドの形成 
○ ○ ○ 

Ａ-４三陸産業プラットホーム形成プロジェクト 

企業における人材・資金・経営面の課題を組織的に支援 
 ○  

観 
 

光 

Ｂ-１食の観光コンテンツ充実プロジェクト 

三陸の豊かな水産物を生かして食の観光コンテンツを充実 
○ ○ ○ 

Ｂ-２三陸まるごと博覧会プロジェクト 

イベント開催を契機とした観光地の魅力と機能の向上 
 ○ ○ 

Ｂ-３三陸観光マネジメントプロジェクト 

人材育成・商品開発・情報発信の戦略的な実施 
 ○  

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

Ｃ-１地域間交流のまちづくりプロジェクト 

地域の人々が交流しながら快適に生活できる環境の形成 
○  ○ 

Ｃ-２開かれたまちづくりプロジェクト 

地域人材と外部人材による地域づくりの実働部隊を編成 
 ○ ○ 

※ 表中の「基本的な考え方」の項中の数字は、『基本的な考え方』の区分を示している 
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Ａ-１ 三陸まるごと直送プロジェクト 

～新鮮な三陸の水産物等を復興道路で消費地に直送～ 

（目的） 

高い付加価値を持つ三陸の新鮮な水産物等を、復興道路を活用して迅速に消費地に輸送する仕組みを

構築する。 

 

（三陸産農林水産物の流通をとりまく状況） 

 三陸地域は、三陸沿岸道路や東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻）、宮古盛岡横断道路の整備

により、東京や仙台等の大消費地や県内陸部との時間短縮や定時性、信頼性の向上が見込まれている。 

さらに、三陸沿岸道路は、「料金が概ね無料であること」、「雪による影響を受けにくいこと」等か

ら、三陸沿岸道路を利用した新たな流通ルートの構築に事業者から期待が寄せられている。また、トラッ

クの横揺れが低減することから活魚運搬車（いけすトラック）による輸送の支障も少なくなる。 

一方、運送事業者の廃業やドライバー不足によって輸送トラックの確保が難しくなっているほか、水

揚げ量の減少等による荷量の減少等により、水産物等を三陸地域から首都圏に向けて輸送するトラック

の定期便数が減少している。 

 

（新たな交通ネットワークを活用した流通ルートの構築） 

現在、漁協や水産加工事業者は、水揚げの多い時期に専用便を使用し

て消費地に向けて商品の直送を行っている。例えば、宮古市の重茂漁業

協同組合は、新春にワカメの新芽を摘み取った早採りワカメを例年、１

～２月の間、チャーター便で仙台・首都圏へ「春いちばん」として出荷

している。 

復興道路を活用した流通ルートの構築や、流通プロセスの改善を図る

ことにより、三陸で採れた「早採りワカメ」のような水産物等を、首都

圏や仙台圏の販売店でその日の夕方に販売することができるようになる。 

また、現在、仙台空港から中部・関西方面や、沖縄を通してアジア諸都市への流通ネットワークも形

成されつつあるため、復興道路を活用し、花巻空港や仙台空港を利用することで遠隔地への展開も可能

となる。 

 効率的な流通ルートの構築のためには、荷量の確保や、少ない荷量でも対応できる輸送方法の開発が

必要となる。併せて、新たな市場開拓にも取り組むことが重要であり、モデル事業の実施等により、継

続性のあるビジネスモデルを構築していくことが重要である。  

 

 

 

 

早採りワカメのしゃぶしゃぶ 
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（イメージ） 

 

 

（取組内容１：効率的な輸送方法の構築） 

① 共同集荷の推進【中長期的に実現を目指すもの/民間・行政】 

  消費地へのトラックの定期便を確保するためには、通年での荷量確保が必要となるため、季節及び

品目毎に生産量が異なる複数の商品を組み合わせることなどにより、安定的な出荷量を確保する。 

  具体的には、複数事業者による共同集荷を行うことが考えられる。復興道路の時間短縮効果を最大

限に発揮できるよう、インターチェンジ付近に共同集荷用のスペースや高鮮度を維持する蓄養場等を

確保し、そこへ各事業者が商品を持ち寄ってトラックへ荷積みを行い、出荷する。 

  このような共同集荷を行うためには、荷物の種類や梱包形態、荷量等について、リアルタイムに情

報を集約し、荷物を調整して運送トラックの手配を行う必要があることや、首都圏等から三陸地域へ

の帰り便の荷量の確保も必要となることから、モデル事業の実施等を通して、課題解決に取り組み、

共同集荷の仕組みを構築していく。 
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② 輸送の効率化や鮮度維持に資する輸送方法の開発【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

飲食店や消費者に、複数の魚種をまとめて直接配送することができる鮮魚ボックスや、常温での輸

送が可能となる保冷ボックスなどを利用し、他の商品と混載や、バスの空きスペースの利用等を検討

し、効率的な輸送方法を開発する。 

 また、消費地に高い鮮度を保って水産物を届ける輸送方法として、活魚運搬車（いけすトラック）

のような生きたまま輸送できるトラックや、新幹線を利用した輸送の仕組みを構築する。 

 

（取組内容２：三陸から直送する水産物の市場開拓） 

① 新しい販売エリアでのプロモーションの実施【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  早採りワカメ、殻付きカキ・ホタテ等、鮮度が重要な水産物は、その日のうちに消費地の販売店や

飲食店に並べることによって、例えば『朝採り』という高い付加価値を持つ商品として展開すること

が期待でき、復興道路の整備によって商品を展開できるエリアが拡大する。 

  拡大エリアは、首都圏や仙台の近郊だけでなく、花巻空港や仙台空港を活用することによって、関

西、中部地方へその日のうちに展開が可能であるほか、アジア諸都市への展開も考えられる。 

  併せて、これらの新しいエリアの販売店や飲食店に向けて、積極的な商品プロモーションを行う。 

 

② 継続販売に向けたサポート【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  新しくアプローチできるようになったエリアで、スーパーや百貨店、飲食事業者、個人等、商品の

販売先で、試験的な導入から本格的な販売となるよう、継続的な取組を行う。 

  具体的には、三陸の生産者から消費地へタイムリーな商品情報を、インターネットを用いて配信し、

その場で注文ができ、即日発送するような仕組みや、商品に対する評価を直接生産者にフィードバッ

クできる仕組みの構築により、継続販売可能なビジネスモデルを確立する。併せて、そのモデルを応

用して、農産物、加工品等への展開も検討していく。 
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Ａ-２ 三陸物流強化プロジェクト 

～港湾と復興道路の活用による県内企業の競争力向上～ 

（目的） 

港湾と復興道路を活用した効率的な物流ネットワークを生かし、県内企業の競争力の向上と三陸地域

における物流拠点の形成を図る。 

 

（物流環境をとりまく状況） 

 本県沿岸地域は、三陸沿岸道路や東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻）、宮古盛岡横断道路の

整備により東京や仙台等の消費地や内陸部との確実な時間短縮が見込まれているほか、宮古～室蘭間

フェリー航路の開設も予定され、内陸との交流促進や、東京や仙台といった消費地への物流ネットワー

クの構築に向けた環境が整いつつある。 

 港湾の取扱量は、概ね震災以前の水準に回復している。釜石港、大船渡港ではコンテナ貨物の取扱量

が増加しているが、県全体の輸出入コンテナ貨物の取扱量のうち港湾の利用は数パーセントにとどまっ

ている。 

 釜石港近傍には、太陽光パネルメーカーの物流拠点が建設されるなど、三陸地域への企業立地による

取扱量の更なる増加が期待される。また、平成 29年には、韓国・中国を結ぶ国際コンテナ定期航路の

開設の動きもある。 

【事例：物流拠点の立地～トリナ・ソーラー社～】 

世界的な太陽光パネル製造販売企業トリナ・ソーラー社（本社・中国

江蘇省）は、釜石市片岸地区に同社で国内初となる物流センターを建設

中である。この物流センターは、中国で生産された太陽光パネルを釜石

港に陸揚げし、東北各地に配送する拠点となり、国際コンテナ港の釜石

港と復興道路（三陸沿岸道路と東北横断自動車道）の高速交通網の結節

点という流通面での優位性に着目し、立地を決定。 

計画では、平成 29 年に操業予定で、中国工場で生産した太陽光パネル

年間約 48万枚を釜石港から陸揚げし、東北各地に発送する。その取扱量

は 1,000TEU（１TEUは長さ 20 フィートのコンテナ１個）を予定。平成

26 年の釜石港の取扱量は 2,662TEU であり、トリナソーラー社の物流セ

ンターの立地により、釜石港のコンテナ取扱量の飛躍的な増加が期待さ

れている。 

 

（交通ネットワークの整備等を生かした物流強化の在り方） 

釜石港や大船渡港の定期コンテナ航路の充実や宮古港のフェリー貨物の活用によって効率的な輸送

手段を構築することにより、企業が物流にかかるコストを削減することができ、県内企業の競争力が向

上する。 

そのためには、コンテナ貨物の県内港の利用拡大や集約、沿岸地域への物流企業等の立地促進による

荷量の確保と、それに併せた港湾の機能強化や、フェリーの受入れ態勢の整備が必要である。 

（出典：トリナ・ソーラーHP： 

http://www.trinasolar.com/jp） 
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 また、復興道路の沿線に円滑なトラック輸送を可能にする施設（休憩施設・車両メンテナンス施設等）

を確保する必要がある。 

 

（イメージ） 

 

 

（取組内容１：コンテナ定期航路充実に向けた荷量の確保） 

① コンテナ貨物の集約【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  コンテナ定期航路の充実に向けて、復興道路により産業集積地の県内陸部と大きくアクセス性の向

上が図られる「釜石港」、「大船渡港」へのコンテナ貨物の集約を行う。 

 

② 物流関連施設の立地促進【中長期的に実現を目指すもの/民間・行政】 

  港湾の後背地に保管倉庫や、三陸沿岸の水産物等の製品の加工、梱包、出庫等を行う流通加工施設

といった物流関連企業を誘致し、物流拠点の形成を促進し、荷量の増大を図る。 

 

③ コンテナの効率的な活用【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

 コンテナの効率的な利用を図るため、輸入に使用したコンテナを輸出用に再利用する「コンテナラ

ウンドユース」（ＣＲＵ）の取組を推進する。 

 

④ 港湾が連携したポートセールスの展開【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

 各重要港湾所在市と連携した「いわてポートセミナー」を引き続き開催し、本県港湾の利活用や臨

海部工業団地への企業立地等を推進する。 
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【事例：コンテナの効率的な活用の取組～コンテナラウンドユース～】 

コンテナラウンドユース（略称ＣＲＵ）とは、輸入時に使用したコンテナを空のまま港に返却せず、輸出

時に再利用する方法。陸上輸送コストの低減と環境負荷の低減を図ることができ、港湾の利用促進に有効と

されている。 

空のコンテナが多いという県内港湾のコンテナ貿易の現状打破を目指し、荷物を確保し、コンテナを有効

利用するため、県と関連業者等が、東北初となる官民連携組織の 2016年度設立に向け、調整している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組内容２：物流ネットワークを支える機能の確保） 

① 増加する貨物に対応した港湾の機能強化【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  県内の荷物の集約や、沿岸地域への物流拠点の立地等により増大する荷物量に対応するため、釜石

港においてはガントリークレーンの整備を行うとともに、他港においても、取扱量の拡大に応じて、

港湾の荷役機能強化の検討を行う。 

  また、宮古港では、フェリー航路開設に向けた準備を進める。フェリー接岸のため、岸壁やフェリー

ターミナルの整備や、フェリーを利用する貨物車両が待機やトレーラーヘッドの付け替えができるよ

うな用地を確保、整備する。 

 

② ＩＣ付近の休憩施設等の物流を支援する施設の立地促進【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  物流を支援する施設の立地を促進する。県内の復興道路は全区間が無料である一方、サービスエリ

アがないため、トラックのドライバーも復興道路のＩＣ付近の施設を休憩に利用することが想定され

る。 

道の駅の整備や、トラックでの利用に対応した駐車場を持つコンビニエンスストアの活用等、復興

道路のＩＣ付近に休憩や食事の機能を確保する。また、トラックの整備工場やガソリンスタンド等、

物流ネットワークを支える施設の立地を促進する。 

【事例：多様な機能を持つ道の駅～石巻市「上品の郷」～】 

宮城県石巻市の国道 45号沿いに立地する道の駅「上品の郷」は、三陸縦

貫自動車道の無料区間に当たる河北ＩＣの設置に併せて整備され、道路情報

コーナーや一般休憩施設のほか、産直施設、レストランに加えて、22 時ま

で営業するコンビニエンスストアや、21時まで営業する温泉保養施設を併

設している。 

また、隣接してガソリンスタンドが立地しており、高速道路から降りて、

休憩等に使いやすい多機能な「道の駅」となっている。 

（コンテナラウンドユースイメージ 出展：経済産業省ＨＰ） 

道の駅「上品の郷」 
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船上オークション告知(三陸とれたて市場) 

Ａ-３ 三陸産ブランド構築プロジェクト 

～生産者の意欲と所得向上に資する産地ブランドの形成～ 

（目的） 

 生産者と消費者の関係の強化や総合的な商品力の向上を通して、水産物等を付加価値の高い商品とし

て販売できる「三陸産ブランド」を確立する。 

 

（三陸産ブランド確立に向けた状況） 

三陸地域では、野田村の野田村漁業協同組合・漁師・加工販売事業者・野田村役場が中心となって「荒

海団プロジェクト」を始動させ、地元漁師らによる「岩手野田村荒海団」を結成し、「荒海ホタテ」ブ

ランドを立ち上げた。また、大船渡市の綾里漁協では、「綾里漁協食べる通信」の発行や「恋し浜ホタ

テ」の直送、漁業体験等に取り組んでいるほか、有限会社三陸とれたて市場では、オンラインショッピ

ングサイトで、漁業現場のライブ中継掲載や船上オークション等を実施し、消費者への情報発信に取り

組むなど、各地で地域ブランド確立に向けた取組が行われている。 

 

【事例：生産者・消費者の関係構築～綾里漁協、三陸とれたて市場～】 

綾里漁業協同組合では、漁業の魅力を発信する情報誌と旬の海の食材を

セットで自宅へ直送する「綾里漁協食べる通信」の発行、恋し浜ホタテの直

送販売、企業や学校を対象とした漁業体験を実施している。  

漁協や生産者が外へ情報を発信すること重要だと考えている。地元の漁師

が、外から注目を浴びることで、仕事に対するやりがいを鼓舞する。「食べ

る通信」は、情報発信の取組の１つとして始めた。購読者は首都圏や県内の

内陸の方が多い。創刊号（2015年 9月）は 180人程度が購読している。「食

べる通信」の購読者の首都圏在住の 10名が、生産現場の見学に綾里を訪れ

た。その交流が、漁師のモチベーションにつながり、また、新たな綾里のファ

ンの獲得にもつながっており、漁師１人にファン１人の獲得を目指してい

る。    （綾里漁協 総務課経理・営漁指導係長 佐々木氏 ） 

 

 

三陸とれたて市場では、産地の魅力を発信し、消費者とライブでつ

ながる取組として、オンラインショッピングサイトでの水揚作業等の

ライブ中継による公開やライブ中継と連動させた船上オークション

等を実施している。 

 

 

 

 

 

「綾里漁協食べる通信」チラシ 
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【事例：生産者連携による消費者との関係づくり～三陸フィッシャーマンズプロジェクト～】 

三陸から新しい水産業を創っていき、日本一・世界一を目指していくことを目的に、水

産業に関わる人たち（フィッシャーマンズ）が地域や業種を超えて連携し、平成 25年に

「三陸フィッシャーマンズプロジェクト」を立ち上げた。 

生産者と消費者をつなげてファンを増やすため、ＨＰによるフィッシャーマンたちの

日々の活動やフィッシャーマンズの商品の紹介、ファンクラブ会員限定の体験ツアーや交

流イベント、頒布会(事業者が月ごとなど、定期的におすすめの商品をお客様にお届けす

る。)等の取組により「顔の見える水産業」「参加できる水産業」を目指している。 

 

（ブランド力を高めるための取組）  

 三陸地域の各地で行われているブランドづくりに関する取組を加速し、生産者だけではなく、消費者

や販売者を巻き込んだ取組を進めることで、三陸産の水産物等の良さが広く認知され、付加価値の高い

商品として取引されるような環境形成に取り組んでいく。 

 三陸地域の水産物等が消費者に受け入られるためには、三陸地域の生産者側が連携し、衛生面や食味

面で高品質の商品を生産することが不可欠である。さらに、これらが付加価値が高い商品として取引さ

れるためには、希少価値や健康への効果、商品の生産に関するストーリーといった消費者の心を掴むよ

うな特徴が求められる。そのため、三陸の豊かな自然に育まれた生産環境をＰＲすることや、積極的に

消費者のニーズに応えた商品づくりに取り組むことが重要となる。 

また、発信力の高いメディアやキーパーソンを通じた商品ＰＲ、生産者と消費者のつながりづくりに

よる商品のリピーターの確保、口コミによる販売拡大等の様々な取組を展開し、ブランドイメージの定

着を図っていくことが重要である。 
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（イメージ) 

 

（取組内容１：生産者と消費者の関係強化による販売力向上） 

① 生産者と消費者とのマッチングの促進【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  生産者と消費者のつながりを強化するため、消費者参加型の生産地見学・食体験ツアー、消費地で

の試食イベント、小売・飲食に関わる企業・生協等への情報発信活動や、牡蠣やホタテの養殖棚のオー

ナー制度、直接販売等に取り組み、「三陸産」の商品を継続的に購入するファンを増やし、商品販売

力の向上につなげる。 

 

（取組内容２：小売・飲食事業者の販売意欲の向上） 

① 訴求力のある商品の開発と展開【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  三陸産の水産物等の販売が利益向上につながる事例を消費地の小売・飲食事業者へ示すことで、販

売への意欲の向上を図る。 

具体的には、仙台や首都圏等の消費者のニーズを捉え、新市場の創造や隙間市場の進出が狙える訴

求力ある商品の発掘・開発・ＰＲにより、高いプレミアムを付けた商品として展開を図る。 
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例えば、大きく品質が良い三陸産のホタテを、首都圏で人気となっているオイスターバーのように、

ホタテ専門店（スキャロップバー）として売り出していくことや、市場に浸透していない早採りワカ

メのしゃぶしゃぶやエゾイソアイナメ（ドンコ）の肝焼きのプレミアム化。また、一流シェフとタイ

アップし、三陸食材とレシピをセットにして消費者に届ける食材直送便等が考えられる。 

 

（取組内容３：生産者のネットワーク化による商品力の向上） 

① 生産者連携によるブランディング推進体制の構築【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

生産者が連携して、ブランディングを推進していく態勢を構築し、消費地に対して岩手を「食のふ

るさと」として関心を持ち続けてもらえるような情報発信を行うとともに、消費地のニーズの継続的

なモニタリングや、競合商品との比較等、生産者が単独では担えない広域での市場調査等を実施して

いく。 

 

② 生産者によるブランド認証の仕組みづくり【近い将来に実現を目指すもの/民間】 

  衛生面や鮮度管理、商品の美味しさだけでなく、地域の自然環境保護28や生産・流通に関わる人々

の作業環境等の背景にも配慮された、総合的な商品力をもつ商品としての認知度を高め、ブランディ

ングを図る。 

具体的には、ＨＡＣＣＰ29等の仕組みを活用し、生産者が連携して品質確保及び付加価値向上に取

り組むほか、生産者相互が認め合う商品を一定の基準のもとにブランド商品として認証を行うことや、

ＭＳＣ/ＡＳＣ認証30といった水産物等の国際環境認証に取り組む事業者もおり、これらの動きを加速

させブランディングにつなげていく。 

  

                             
28 重茂漁協におけるアワビやワカメの生育環境維持のため合成洗剤を使わない取組み 
29 ＨＡＣＣＰ ：食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害を

あらかじめ分析（Hazard Analysis）し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策

を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点（Critical Control Point）を定め、

これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生 管理の手法 
30 ＭＳＣ/ＡＳＣ：持続可能な漁業や水産物のトレーサビリティーのための国際規準の認証の仕組みで

あり、基準審査を通過した品目はエコラベルを添付することができる。MSCは天然水産物、ASCは養殖

水産物を対象としている 
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Ａ-４ 三陸産業プラットホーム形成プロジェクト 

～企業における人材・資金・経営面の課題を組織的に支援～ 

（目的） 

 人材確保・育成、資金調達、経営面の課題解決のため、地域横断的な組織が、企業や地域のニーズと

のコーディネート等の支援を行い、地域産業の振興を図る。 

 

（地域産業を支える人材と資金確保に向けた状況） 

 地域経済の持続性の確保のためには、担い手となる人材と、経済循環の基礎となる資金、それをもと

に経営する戦略が必要となる。 

人材については、地域の有効求人倍率は震災以降、高水準を維持しており、人材確保が大きな課題と

なっている。特に水産加工業や観光業においては、施設を復旧したにも関わらず、働き手不足のため

100％で稼働できない事業者もある。このため、人手不足に対応しようとする作業の機械化や業務効率

化への支援も行われているほか、将来の企業経営を支える人材確保のため、地域外から人材を募集する

新たな仕組み31も活用されている。 

 資金については、銀行による三陸地域の企業支援ファンドや社会課題解決に対する民間による新たな

資金提供スキーム32等が立ち上がり、民間資金活用に向けた素地が整いつつある。 

 このような人材や資金を十分に活用するためには、企業の経営者や新たな起業家の経営戦略立案が重

要であり、産学官金が連携した人材育成やビジネス支援等も行われている。 

 

（地域産業を支える基盤づくりの在り方） 

 地域企業が、人材確保・育成、資金調達、経営戦略立案を行い、人材や資金を活用して地域経済の好

循環を創り出すことが重要である。 

 そのため、地域内外から人材の募集、育成、定着の支援や、地域企業が資金調達を行うための経営戦

略の立案を支援するなど、地域産業の基盤を強化する横断型の支援の仕組みの構築が必要である。 

 

 

 

 

                             
31 新しい人材確保・育成の仕組み：日本財団「WORK FOR 東北」、（株）リクルートキャリア「StartingOver

三陸」等 
32 新たな資金提供スキーム：「東日本大震災復興・成長支援ファンド」「いわぎん新事業創造ファンド」、

「KIBOWインパクト投資」等 
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（イメージ） 

 

 

（取組内容１：人材確保のためのシンクタンク機能の構築） 

① 人材確保のためのコンサルティング支援【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

 三陸地域の企業・団体等における人材確保のためには、「求職者に向けた情報発信とマッチング」

と「企業における人材育成サポート」が必要であり、三陸地域の企業等に対し、これらの機能をサポー

トする人材シンクタンク機能を構築する。 

「求職者に向けた情報発信とマッチング」については、三陸地域の企業・団体等に対して人材確保

のための個別コンサルティングを実施し、求職者向けに企業の魅力を発信していく戦略づくりや、

ニーズに合った情報発信イベントの企画・実施等を行うほか、首都圏等における求職者情報を持つ事

業者と連携しながら、人材マッチングを実施する。 

「企業における人材育成サポート」については、人材のキャリア形成に関する相談やキャリアアッ

プのための研修プログラム等を実施する。 
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② 人材の育成・定着支援【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

 三陸地域の企業や団体に就職した人材が、長期にわたり定着し活躍してもらえるよう、就職した企

業や人材に対してのフォローアップを行う。企業に対しては、人材のキャリア形成に関する相談や人

材育成プログラムの実施を行う。また、三陸地域に赴任するための住まいの確保支援や、三陸で働き

始めた人同士や地域の住民と交流できるネットワークづくりを行っていくことで、地域への定着を促

進する。 

  

【事例：自治体・第３セクターの人材マッチング事業～日本財団「WORK FOR 東北」～】 

岩手県、宮城県、福島県の被災自治体や第３セクター等で求められる

人材のニーズを、被災地への支援を行う企業や被災地で働く意思のある

個人とマッチングする機能を持つ復興人材プラットホームとして、平成

25年 10月に立ち上げられた。事業開始後、延べ 134名（平成 28 年２月

24 日現在）を送り出している。（事業主体：日本財団、協働事業主体：

復興庁） 

「WORK FOR 東北」ホームページや大手求人情報サイトとの連携による

求人情報の発信、東京でのマッチングイベントを開催しているほか、着

任前研修や、着任後のサポートとして個別フォローアップ、着任した人

材の研修等を行っている。 

 

【事例：企業の人材マッチング事業～株式会社リクルートキャリア「Starting Over 三陸」～】 

岩手県や宮城県の三陸地域へのＵ・Ｉターンを応援するプロジェクト

として、平成 26年度より事業開始し、三陸地域の企業の求人情報を、

働く人の声や地域の魅力とともに紹介している。 

これまで、釜石市・大槌町（平成 26年度事業開始）、気仙沼市（平

成 27 年度事業開始）の事業者の人材募集をホームページにて掲載して

いる。マッチングが成立した例として、平成 27年春に釜石市の飲食事

業者に新人２名が入社した。 

ホームページでの募集内容掲載や説明会開催に加え、各種事業者向け

のフォローアップを実施している。 

（フォローアップの例：採用企業経営者向けセミナー、採用企業管理

者向け研修、入社者研修、入社者と管理者のコミュニケーションツール

の活用サポート） 

 

（取組内容２：事業者の経営戦略構築支援・社会的投資活用支援） 

① 女性や若者をはじめとしたビジネス立ち上げの支援【早期に実現を目指すもの/民間】 

  三陸地域で事業構想を描く女性や若者をはじめとした起業家や第二創業を検討している事業者に

対し、事業戦略づくり・民間資金の活用支援といった持続的な経営のための支援を行う。 

  具体的には、商工団体や会計士・税理士、学識経験者等による指導や支援を行い、事業戦略の作成

や、民間資金の活用等により、起業家・事業者と伴走しながら、ビジネスの立ち上げを支援する。 

 

 

マッチングイベント 

出典：Starting Over 三陸 HP 
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② 継続的な事業運営の支援【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

経営やマーケティング面での支援が必要な事業者に対して、企業会計を外注できる仕組みの提供や

商品プロデュースの支援、ビジネスマッチングや販路の開拓支援等により、継続的な事業運営を支援

する。 

 

③ 社会的投資の導入等民間資金等の活用支援【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

 地域の経済循環の活性化に資する民間資金の投融資が積極的に実施されるよう、民間資金提供先に

三陸地域の起業家の事業戦略に関する情報を発信し、投資を行う側と事業を行う側のマッチングを図

る。 

また、行政が行うべき事業を民間が事業実施することで、民間のノウハウ活用と行政コスト削減を

図る社会的投資（ソーシャル・インパクト・ボンド33等）の導入についても検討する。 

 

 

【事例：多様な価値観・リソースを持つ人々が集い、議論する場の提供によ

る創業支援～宮城県女川町～】 

宮城県女川町で活動する特定非営利活動法人アスヘノキボウは、女川町内

の様々な分野の連携拠点となる機能を担い、「人・組織づくり支援」「まち

づくり・町の課題解決」に取り組んでいる。 

様々な参加者が未来志向で対話して事業プラン等を考える場として、「女

川フューチャーセンターCamass」が平成 27年３月 28日にオープンした。 

アスヘノキボウは、「町内のヒト・モノ・カネ・情報の循環を最大化し、創造的な面白い街を作り続ける『仕

組み』を作ること」を目的としている。「女川フューチャーセンターCamass」では、「コワーキングスペース」

(会員制のデスク・会議室)として議論の場の提供と、月１回の議論の場「フューチャーセッション」を開催し

ている。 

フューチャーセッションの開催をすることで町内外様々な業界や立場、世代の人が集まり、女川の抱える課

題について議論の場を提供し、また、合わせて女川町での創業を考える人に向けて創業・事業支援のアドバイ

スしている。（特定非営利活動法人アスヘノキボウ代表理事 小松氏） 

 

（取組内容３： 地域資源を生かした研究開発の促進）  

① 地域資源を生かしたイノベーションの創出【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

 ＩＬＣ（国際リニアコライダー）の実現や、波力・潮汐・潮流等の海洋エネルギーや風力、バイオ

マスなどの再生可能エネルギーの振興や海洋研究、製造業における新素材開発、自動運転車やドロー

ン（自立飛行ロボット）を活用した交通不便地域における物流システム構築の実証実験等といった地

域資源を生かした先進的な取組を支援する。 

 

 

                             
33 ソーシャル・インパクト・ボンド：社会的課題の解決と行政コストの削減を同時に目指す手法で、民

間資金で社会事業を実施し、事前に合意した成果が達成された場合、行政が投資家への成功報酬を支払

う手法（Social Impact Bond Japan HP） 

女川フューチャーセンターCamass 
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② 水産業等の既存産業の活性化に向けた研究支援【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

  水産業等の生産性向上のため、作業効率化に資する機械化の推進や、作業工程の見直し等のコンサ

ルティングについて、例えば、岩手大学の三陸復興推進機構や平成 28年度から新設される水産シス

テム学コースと連携した水産業等の効率化やマーケティング、６次産業化の取組や、東北大学やいわ

て未来づくり機構等が主催する東北未来創造イニシアティブと連携した経営支援等、大学等と連携し

て推進する。 
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～専門アドバイザーから～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜 略歴 〜 

 1982 年キリンビール入社 

 営業、マーケティング、資材の調達、キリングループ関連会社への出向など様々

な業務に従事した後、2013 年４月より現職 

 岩手県における被災地の水産業復興に向け、水産物のブランド育成支援、6 次

産業化に向けた販路拡大支援や将来に向けた担い手・リーダーの育成支援を行っ

てきた「復興応援 キリン絆プロジェクト」のリーダーとして活躍 

三陸産の水産物等を他地域と差別化し販路を拡げていくために必要なこと  

 震災後に途絶えてしまった販路を取り戻す努力と同様に、新しい販路を開拓する戦略を立

てることが重要だ。世界的に健康志向であり、海外に日本の水産物を販売していくチャンス

である。日本産というだけでなく「SANRIKU」産としてブランド化していくことが大事だ。 

 国内において、消費地に水産物を即日直送し「三陸産朝採れ水産物」として差別化し販売

していく場合、「鮮度＝価値」と認める消費者に対して、価値相応の値段で販売できる仕組

みの構築が必要になる。水産物の種類・生産量といった生産者側の状況を踏まえながら、条

件にあった売り先を確保するためには、明確なターゲティングに基づく、地道な営業活動が

必要となるであろう。 

 三陸の水産物の販路開拓を成功させる方法とは、逆説的には「成功するまでやり続けるこ

と」である。販路拡大に関わる関係者が、目標を同じくして関わり続けること（コミットメ

ント）が重要だ。  

 

実際の消費者の購買行動につなげていくためのブランド構築の進め方 

 三陸の水産物を単なる「モノ」でなく「コト」を売っていくことが大事である。例えば、

牡蠣やホタテの商品とセットにして、それらが育った三陸の豊かな海の環境を情報提供した

り、消費者を生産地まで連れてきて漁師さんが当たり前に行っていることを、そのまま見せ

たり、体験してもらうことが考えられる。 

消費地側のお客さんにとっては、これらは他の産地の商品と差別化する価値になる。また、

漁業体験では、お金を支払って依頼する作業を、体験する側がわざわざお金を支払い作業す

ることとなり、生産者自身が自ら携わる水産業に対する価値観を変えるきっかけにもなる。 

 また、水産業のサプライチェーンの上流から下流までの縦のラインと、これまで競合して

きた事業者同士の横のラインで、面的に連携（コラボレーション）し、ブランド化に取り組

むことも重要である。事業者が自分の利益だけを追求するのではなく、消費者の食卓で「食

体験を演出し笑顔を届ける」ために、それぞれが知恵を出し、役割を果たしていくという発

想である。 

 ブランドは一朝一夕にできるものではない。このような取組を継続し、消費者の心に届く

価値を少しずつ積み上げていくことで、リピーターが増え、市場価値が高まっていくと考え

る。 

  

三陸地域の産業振興・事業者のための支援の在り方 

 産業支援の究極的な目的とは、地域の産業が維持されるサスティナブルな社会をつくって

いくことである。社会や市場の継続があった上で、企業も成り立つのであり、各企業が短期

的な利益だけではなく長期的なバリューを求めていくような、未来のビジネスにつながる考

え方が必要である。 

 そういう観点から、既存の商慣行や考え方にとらわれない、社会課題を解決しながら事業

につなげていくような発想ができる気概のあるリーダー人材や企業のチャレンジに対して重

点的に支援していくことが大事ではないか。 

キリン株式会社 ＣＳＶ本部ＣＳＶ推進部 絆づくり推進室長   
 野田 哲也 氏 

〜 産業分野アドバイザーから一言〜 
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Ｂ-１ 食の観光コンテンツ充実プロジェクト  

～三陸の豊かな農林水産物を生かして食の観光コンテンツを充実～ 

（目的） 

 世界でも屈指の漁場である三陸沖の海の幸、雄大な大地からもたらされる山の幸を生かし、「行きた

い！」と思わせる、三陸の食の魅力を創出し、交流人口を拡大する。 

 

（食の観光コンテンツの状況） 

 三陸地域の観光客入込数の季節変動を見ると、冬季が目立って少なくなっており、通年型の観光地と

しての地位を確立するためには、冬季の魅力的な観光資源の充実が必要である。 

 本県の観光の魅力は「食」にあるとの調査34もあり、特に三陸地域においては、冬季に毛ガニの食べ

放題プランが好評だった実績もある。 

 また、陸前高田市では「陸前高田市に行かないと食べられない観光グルメ」の開発35が進められてい

るほか、田野畑村や山田町における三陸の食材を活用したレストランの立地、道の駅等を活用した産直

市場の整備等が検討されており、各地で食を生かした地域の魅力作りの取組が進められている。 

 

（食を生かした魅力形成） 

豊かな「食材の宝庫」である三陸地域においては、通年型観光地の確立に向けて「食」を共通コンセ

プトとして、その魅力を前面に打ち出した観光地づくりが重要である。 

そのためには、それぞれの地域の食資源を他の地域と差別化し、個性ある食の魅力を発信していくこ

とや、食材の違いだけではなく、レストランなどでの料理方法、産直市場やフィッシャーマンズワーフ

36といった販売方法、漁業体験を組み合わせる等、食の観光コンテンツを豊富に用意することにより、

多様なニーズに対応していくことが重要である。 

このような取組の結果、来訪者が様々な形で、三陸の食文化を体験し、味わうことができる地域とな

ることによって、食を味わうために三陸地域へ旅行する観光客を増やしていく。 

  

 

 

 

 

 

                             
34 魅力は「食」にあるとの調査：じゃらんリサーチセンターレポート 2015 
35 「陸前高田市に行かないと食べられない観光グルメ」の開発：ヒロ中田氏監修による「陸前高田ホタ

テとワカメの炙りしゃぶしゃぶ御膳」/ 「たかたのゆめ」によるブランドおにぎりのような取組 
36 フィッシャーマンズワーフ：観光客が手軽に新鮮な魚介類が食べられるレストラン、水産物販売、体

験施設等からなる施設の総称 
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 (イメージ) 

 

 (取組内容１：三陸ならではの食の体験型コンテンツの充実) 

① 食をテーマとした複合施設の立地促進【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  漁港や市場に近い場所で、採れたての農林水産物を買うだけでなく、例えば、牡蠣小屋での牡蠣食

べ放題と連動した地引き網体験、秋サケ定置網観光、魚市場と隣接したフードコートでの食事、市場

で買った魚介類を観光客が料理できるコーナーや料理教室の開催（ウニのから剥き体験とウニ丼づく

り等）、漁業体験プログラムの提供等、食をテーマにした複合的な場づくり（フィッシャーマンズワー

フ等）を推進する。 
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【三陸における動き：牡蠣をテーマとした飲食、加工、物販等の複合施設の立地（大槌町）】 

牡蠣の生産、加工、販売を一貫して手がける株式会社 ヒューマンウェ

ブは、大槌町に牡蠣の浄化システムを持つ加工センター、飲食スペース、

販売スペース、オープンスペースからなる「大槌 牡蠣ノ星」を、2017

年春の開業に向けて準備を進めている。  

三陸地域と牡蠣産業の復興に向け、大槌がさらなる歩みを続けるきっ

かけとなる希望の星、牡蠣界の星となることを目指している。  

施設開業に先立ち、大槌の真牡蠣を使った「大槌 牡蠣ノ星 スタウト」

を、全国各地のヒューマンウェブ直営店舗（オイスターバー）で提供し

ている他、岩手県内外の各種イベントにて提供、販売している。  

 

 

 (取組内容２：食の魅力発信の核となるレストラン・リゾート誘致) 

① 三陸地域の食材を生かしたレストラン等の誘致【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  「美食都市」と評されるサンセバスティアン(スペイン)のように、「食」を通して三陸地域の魅力

を発信するため、様々なシェフによる三陸の豊かな食材の魅力を生かした個性的な料理を楽しむこと

ができるよう、三陸地域への出店意欲のあるシェフやリゾート開発関係者等に対し、レストラン等の

立地に対する積極的な支援（レストランコミッション・リゾートコミッション37）を行う。 

  具体的には、シェフやリゾート開発責任者のニーズを把握し、立地場所・施設確保支援、民間資金

の活用策等も踏まえた事業計画のコンサルティング、出店に際しての様々な手続きや申請の相談、地

域の生産者との関係構築の支援等を行う。 

また、三陸地域のシェフや料理人のネットワークを形成することにより、お互いが切磋琢磨しなが

ら地域全体として食の魅力向上につながっていくような環境形成を行う。 

 

 

【事例：食の魅力を生かしたまちづくり～スペイン サンセバスティアン～】 

世界的な美食都市として世界中から人々を惹きつけているスペ

イン・バスク地方のサンセバスティアン38は、恵まれた素材を生

かし新たな料理を追求し続ける名シェフ、街の文化を支えるバル

（軽食の喫茶、酒場）、食への感度の高い人々が集い、レシピを

交換し合いながら街の魅力をいっそう高めている。 

さらに地元と世界各国のトップシェフを講師等に据えた最先

端の料理大学が設立された。ここでは地域の後継者育成にとどま

らず、ワークショップや研究機関を通して世界各国のシェフをつ

なぎ、サンセバスティアンの世界的な役割をさらに高めている。 

 

 

                             
37 レストランコミッション・リゾートコミッション：三陸を味わい、体験できるレストラン・リゾート

誘致に係る行政手続等の関係機関調整の協力を行う仕組み(関係機関：オーナーシェフ・リゾート開発

企画責任者と、施設管理者・生産者等・行政等） 
38 サンセバスティアン観光局（平成 27年 12月 25日）http://www.sansebastianturismo.com/en/ 

サンセバスティアンのレストランの様子 
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② 若手シェフの受入れ体制の整備【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  国内外のレストラン・料亭等で修行したシェフが、本格的に自分の店を構える前のステップとして、

食材の魅力を最大限に引き出す方法を極めるため、三陸という多様な食材の生産地に近い場で、自分

の腕を試せる店を開くような仕組みづくりとして、レストラン等を開設するための不動産等の賃貸・

取得への支援やリノベーション可能な空き家（古民家等）の紹介、営業開始に必要な申請手続の支援

等を行う。 
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Ｂ-２ 三陸まるごと博覧会プロジェクト 

 ～イベント開催を契機とした観光地としての魅力の向上～ 

（目的） 

イベント開催をきっかけとして、観光地としての交通利便性や宿泊のポテンシャルを向上し、季節毎

の魅力を地域間で連携させた、フィールドミュージアム39型の観光地づくりを行う。 

 

（イベント開催に向けた状況） 

 三陸地域においては、多くの来客が見込めるイベントとして、ラグビーワールドカップ 2019岩手県・

釜石市開催が決定し、釜石市鵜住居地区にはスタジアムの建設が進められている。 

 全国では、新潟県越後妻有「大地の芸術祭」のような地域の 102集落が参加し、約 50万人の入込客

数（2012年実績）を達成した地域連携型のアートイベントや、マラソン大会やトレイルランニング大会

等の大規模スポーツイベント等が開催され、観光地域づくりの促進に寄与している状況も見られる。 

 今後、集客力あるイベントを通し、地域全体で観光客受入れの機運を高め、地域間が連携しながら観

光メニューの開発等を進めることで、復興に取り組む新たな三陸の姿を全国、そして世界へ発信してい

くことが期待されている。 

 

【事例：国内外からの大勢の誘客が見込まれるイベントの開催（ラグビーワールドカップ 2019）】 

ラグビーワールドカップは、「夏

季オリンピック」、「FIFAワールド

カップ」とともに、世界３大スポー

ツ祭典と呼ばれており、世界で延べ

40億人が視聴（ＲＷＣ2011ニュー

ジーランド大会実績）する大会。 

2019年に開催されるラグビー

ワールドカップ日本大会の開催都市

の１つとして、岩手県・釜石市が決

定し、「釜石鵜住居復興スタジアム

（仮称）」の整備が予定されている。 

 

                             
39 フィールドミュージアム：その土地の歴史・風土・文化そのものを博物館又は美術館に見立て、住ん

でいる人と訪れた人が互いに価値を発見していく仕組み。地域全体を博物館に見立てた住民主体型の博

物館活動であることが特徴 

ＲＷＣ2019開催都市一覧 （2019 All For Japan Team HP） 
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（イベントを契機とした観光地づくり） 

 ラグビーワールドカップ 2019大会の開催や、ＪＲ山田線宮古～釜石駅間の復旧・三陸鉄道への移管

を、情報発信の契機として、地域資源を生かした体験型観光のメニューが各地に点在するフィールド

ミュージアム型の観光地としていくことが重要である。 

 また、三陸鉄道のような復興と地域間連携の象徴となる交通機関とともに、先進的な技術を用いた交

通輸送システムの試行や、農山漁村と都市との交流の仕組みを通じた民泊の促進等、三陸地域で観光の

先進的取組を進めることも考えられる。 

  

（イメージ)  

 

 

『花咲ける妻有』草間彌生 Photo by Osamu Nakamura 
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（取組内容１：イベントの開催を契機とした地域の魅力発信） 

① 三陸での観光イベント戦略の策定・実施【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  イベントを契機に三陸の農林漁業を支える技術や暮らし・文化を見せる観光プログラムを創出し、

これらを三陸地域全体でつなげ、スポーツや芸術等の各種イベントを通じ、フィールドミュージアム

(地域そのものを博物館として見立てる取組)として発信していくことが重要である。 

  イベントの例としては、ツール・ド・三陸や駅伝等のスポーツイベント、地域に伝わる祭りや、地

域のフィールド・空き店舗等を活用した芸術祭、第九合同演奏会等の音楽祭、三陸を舞台にした映画

を上映する映画祭、イングレス40等のゲーム性を持ったイベントなどが考えられる。 

  広域的な連携組織等が中心となって、イベントに際して三陸の各地域や団体が担う役割や提供する

観光の形成に関する戦略を策定し、これらに求められる役割や機能が担保されるよう支援を行ってい

く。イベントを契機として三陸地域を訪れた人々が、地域の自然や文化的な魅力への理解を深め、今

後も三陸地域に観光に訪れてもらえるような働きかけを行い、地域の観光プログラムがイベント後も

引き続き運営され、三陸地域全体の観光メニュー充実につなげる。 

 

（取組内容２：三陸鉄道や先進技術を活用した二次交通の確保） 

① 三陸鉄道を核とした二次交通の確保【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

 三陸鉄道を多様な観光メニューを提供する地域同士を結ぶ交通手段として活用していくほか、様々

な企画列車の運行、沿線で開催されるイベントでの車両や駅舎の活用等により、三陸鉄道自体を観光

資源として活用していく。 

また、駅等の交通結節点から観光地へのバス路線等を充実することより観光客の周遊を促進する。 

 

② 先進的・個性的な交通手段の導入検討【中長期的に実現を目指すもの/民間・行政】 

  復興と地域間連携の象徴である三陸鉄道・バスといった既存の公共交通手段とともに、イベントに

際して自動運転車や水上飛行機、ヘリコプターといった先進的・個性的な交通手段の導入により、未

来志向の三陸の姿を来訪者に示していく。国や企業を巻き込みながら特区認定等により実現への道筋

を付け、イベント会期中の運用を図る。 

  また、三陸ならではの個性的な交通手段として、団塊世代や夫婦での旅行を対象としたバイクや

カーレンタル、シーカヤック等の活用について検討し実用化を図る。 

 

（取組内容３：民泊等の多様な宿泊の仕組みの確保） 

① 宿泊観光客受入れ能力の確保【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  イベントにおいては、地域の宿泊能力を越える観光客が訪れることが予想されるため、地域におい

て質及び量の両面での受入れ能力の確保を進める。 

                             
40 イングレス（Ingress）：GoogleMapを活用し、実際の街を歩くことでプレイする拡張現実ゲーム。2015

年夏現在、200カ国で利用され、ダウンロード数は合計で 1,200万回以上を記録。岩手県庁ゲームノミ

クス研究会では、「ゲームを活用することによる、観光振興、地域活性化、地域社会への貢献等につな

げる可能性・有効性」等の調査としてイングレスの研究・イベントの開催等を実施 
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  具体的には、既存の宿泊事業者に対しては、受入れ能力を高めるための施設整備に際し経営戦略策

定の支援、人材確保や「カイゼン」といった手法を活用した業務効率化の取組への支援等やインバウ

ンド対応のための研修や情報発信、予約システムづくり等の支援を行う。 

また、あわせてクルーズ船等の誘致による宿泊の確保等の検討を行う。 

 

② 安心して宿泊できる民泊の推進【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

国によりイベント時の活用が認められている民泊については、三陸地域で推進できるよう安全・衛

生面でのガイドラインづくりや複数の民泊受入れ先の連携による体験プログラムの相互利用等を進

めていく。特に、民泊ニーズの高い教育旅行について、三陸地域全体で誘客と受入れ施設確保を進め

る。 

 

【事例：地域の資源を生かしたビッグイベント（大地の芸

術祭 越後妻有アートトリエンナーレ】 

大地の芸術祭は、新潟県越後妻有地域（十日町市、津南町）で

平成 12年に第 1回が開催され、現在では３年に１度、50日間開

催される世界最大規模の国際芸術祭となっており、地域の資源を

生かした取組も多く、地域の価値を発信している。（例：津南町

の「なじょもん」、十日町市の「キナーレ」等、昔ながらの”技・

生業・文化”を体験できる施設の設置、豪雪地・越後妻有を楽し

む雪アートや雪花火等、芸術祭の開催期間に留まらず年間を通し

たイベント開催） 

運営は大地の芸術祭実行委員会（商工会、建設業界等約 100の

団体が参画）が行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例：水上飛行機を活用した観光振興構想～尾道市～】 

造船大手「ツネイシホールディングス（ＨＤ）」の関連企業、株式会社せとうち SEAPLANES は、平成 28年

春に広島県尾道市を拠点に、日本で初めて水陸両用機を使用した遊覧飛行やチャーター便の運航を予定して

いる。（平成 28年１月 15日に航空運送事業の許可を取得） 

海面で離着水できるよう小型機を改造し、宮島や小豆島等の上空を巡る複数の周遊コースを計画している

他、水上機操縦訓練のコースの提供も予定している。乗客は尾道市内のリゾートホテル前のマリーナに整備

される桟橋から乗降し、将来的には、国内外の富裕層の瀬戸内観光誘客も考えている。 

  

『花咲ける妻有』草間彌生 

 Photo by Osamu Nakamura 

大地の芸術祭開催当初は、町長が人口減少等に対して特に危機感が強くアートによる地域づくりを

推進しようとしたが、議会は全員反対、地域住民も開催主旨をよく分かっていない中で開始された。 

現在は参加集落数が 2015年で 110 まで増え（2000年は 28）、地域側は、開催を重ねるごとに、「隣

の集落で面白いことをやっている」「盆祭りではなく毛色の変わったものもしたい」と、地域側から

参加希望が増えている。波及効果として「Roooots 越後妻有の名産品 リデザインプロジェクト」が

あり、アーティストの協力等により商品パッケージのデザインを変更し、売上が向上した。 

（大地の芸術祭実行委員会事務局 金澤氏） 
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Ｂ-３ 三陸観光マネジメントプロジェクト 

〜人材育成・商品開発・情報発信の戦略的な実施〜 

（目的） 

国内外から訪れる観光客が、三陸の魅力を存分に感じ楽しんでもらえるよう、地域が連携して個性的

な観光メニューの充実や道の駅等の整備による周遊観光の充実を図る。 

 

（三陸地域の観光振興の状況） 

 三陸地域には、三陸復興国立公園、みちのく潮風トレイル、三陸ジオパーク、三陸鉄道等、市町村を

またがる観光資源が多く立地しており、それぞれが誘客の取組を行っている。 

各地域で交通ネットワークの整備を機に、新たな情報発信・交流拠点としての道の駅等の設置・移転

計画が進められている。陸前高田市の道の駅「高田松原」は、国営追悼・祈念施設（仮称）、高田松原

津波復興祈念公園と一体的に再生する「重点道の駅」として、今後、三陸地域のゲートウェイ機能を果

たすことが期待されている。 

また、震災学習を目的とした教育旅行、企業研修旅行の受入れにおいて、震災語り部ガイドや民泊、

農業や漁業体験等、地域の人材が、三陸の新しい観光メニューの開発に大きく貢献している。彼らの中

には、既存の地域資源を活用した先進的な体験型メニューを提供している人材もいる。 

さらに今後は、交通ネットワーク整備や、フェリー航路の開設等により教育旅行等の入込客数増加が

見込まれ、これらの体験型観光メニューの受入れ態勢の強化が求められる状況にある。 

交通ネットワークの観光面での活用や、近年増加しつつあるインバウンドのための観光ルート形成と

いった観点から、東北観光推進機構や交通事業者等により、東北と北海道をつなぐ広域観光ルートづく

りの取組も進められている。 

 

（観光メニューづくりと相互連携） 

地域それぞれの観光メニューを提供する観光事業者等が連携し、それぞれが個性を持ちながら三陸と

して一体感を持つ魅力ある商品を開発していくことが重要である。 

様々な来訪者を受け入れる体制が必要であり、宮古～室蘭間フェリーを利用して訪れる修学旅行生や、

企業研修旅行等の受け入れには、宿泊事業者、交通事業者のみならず、民泊の宿を提供する地域の方や

震災語り部ガイド等、地域の様々な主体が連携して対応する必要がある。 

また、海外や首都圏等の発地に対しては、「三陸」が一丸となって、訪日外国人や、修学旅行、個人、

企業・団体等、それぞれのニーズに合わせた効果的なプロモーションを展開していく必要がある。 

 

 

 



  

58 

 

【三陸における動き：地域資源を生かした観光プログラムの提供～陸前高田市～】 

陸前高田市観光物産協会の一部会として「まるごとりくぜんたかた協議会」があり、旅行情報系企業のエ

リアマネージャーの経験者や、陸前高田市出身のスタッフ数名で運営され

ている。 

漁業・農業体験等、25 ほどの体験ツアーのメニューを有料で提供し、教

育旅行や企業向けの研修等のコーディネートをしている。 

「まるごとりくぜんたかた協議会」の平成 26年度実績は、受入れ数 69団体延

べ 3,000名。平成 27年度は 10月時点で受入れ数が約 3,500名となっている。 

平成 28年春・秋に、関東圏・東北・愛媛の学校、計 5校 800名の教育旅行の誘

致に成功した。教育旅行の宿泊先として民泊を受入れ先にしようと、受入れ体制

の整備をＮＰＯ法人ＳＥＴと民間の旅行会社の株式会社 AND Natureと連携して進

めている。（陸前高田市 観光課 桑原氏） 

 

（イメージ） 

 

協議会主催ツアーパンフレット 
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（取組内容１：個性的な観光メニューの充実） 

① ＤＭＯによる観光リーダーの連携促進【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

  三陸広域のＤＭＯ41が主導し各地域の観光の取組を牽引するリーダー(ＤＭＬ42)の相互連携を促進

し、ノウハウの共有や、プログラムの差別化、共同での観光プログラムづくり等の実施につなげ、三

陸地域全体での観光メニューの充実と質の向上を図る。 

 

② 観光メニューの開発支援【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

  ＤＭＯが、地域の観光リーダー（ＤＭＬ）に、観光メニュー活用できる施設・資源の紹介、首都圏

等に向けた情報発信への支援、経営戦略作成のコンサルティング、活動資金の調達に向けた助言等を

行い、例えば、高田松原津波復興祈念公園や沿岸市町村の震災遺構、メモリアル施設等の連携による

震災学習・教育旅行ツアー、宮古～室蘭間フェリー等を活用した三陸復興国立公園・三陸ジオパーク・

世界遺産橋野鉄鉱山を巡る体験型観光等、それぞれの地域の特徴を生かした観光メニューの充実を

図っていく。 

 

（取組内容２：三陸が一体となった観光客誘致活動） 

① 広域的な観光客の受入れ調整やプロモーションの実施【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

 イベント開催時や団体旅行等の受入れに際して、周辺地域が連携して対応できるよう、ＤＭＯが事

前に宿泊・交通等の受入れ能力の把握や関係者間の役割調整等を行う。 

  また、観光客のニーズや動向を市場調査の実施により把握し、三陸地域広域の観光戦略を立案する

とともに、観光事業者と連携しつつ、広域的なルートの開発・プロモーションを行う。 

 

② 教育旅行等の企画旅行のコーディネート【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

 教育旅行や企業研修旅行誘致のために、三陸地域の豊かな自然環境を体験するプログラムや震災学

習のプログラム等を観光・学習メニューとして積極的にＰＲするとともに、学校や企業それぞれの

ニーズに合わせたプランをオーダーメードでコーディネートできる仕組みを構築する。 

 

（取組内容３：道の駅等の整備による周遊観光の充実） 

① 道の駅の整備と連携による周遊観光の促進【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  道の駅等の整備による休憩、おもてなし機能の充実に取り組むとともに、それぞれの道の駅等が連

携し、ジオパークや震災学習プログラムといった地域情報の発信や、名物メニュー、お土産品開発等

に取り組み、地域のゲートウェイとして三陸広域の誘客や観光客の周遊を促進する。 

 

 

                             
41 ＤＭＯ：Destination Marketing／Management Organizationの略。地域全体の観光マネジメントを一

本化する、着地型観光のプラットホーム組織 
42 ＤＭＬ：Destination Marketing／Management Leaderの略。ＤＭＯを参考にした造語で、観光事業者

や地域資源を活用した体験型の観光メニューを提供している者など、地域の観光を牽引する人材 
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【事例：観光主体をまとめ観光振興の目標達成に向けて取り組む DMO の構築～気仙沼市～】 

気仙沼市では、同市を中心とした三陸沿岸地域の日本型ＤＭＯの構築に向けた

準備を進めている。 

地域単位でのＫＧＩ・ＫＰＩを明確にし、マーケティング機能を有するＤＭＯ

体制を構築し、水産業と観光産業が連携・融合した付加価値創造等、気仙沼独自

の観光アクティビティの開発・運営等稼げる観光の仕組みの開発を進めている。

（観光に関する戦略の指標例：観光宿泊者数 62 万人(H34)、ＫＰＩ：新規開発

アクティビティ受入れ人数 1,000 人） 

ＤＭＯは、気仙沼市が民間に委託して組織を立上げ、市内外の観光事業者等

と連携して推進する。事業の例としては、三陸復興国立公園や三陸ジオパーク、

食の魅力を生かした観光アクティビティが開発・運営される仕組みづくりや、

先進事例調査等を行うことを想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「三陸ジオパーク」（岩井崎：気仙

沼市階上） 
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～専門アドバイザーから～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜 略歴 〜 

 1991 年日本交通公社（現ＪＴＢ）入社 

 法人営業、商品企画などを経て 2012 年２月ＪＴＢグループ本社東北復興支援担

当課長、2013 年１月から現職 

 東日本大震災の被災地域において、ボランティアツーリズムとして復興支援のボ

ランティア向けの旅行商品の企画販売や、観光交流を通した地域経済の活性化支

援を実践 

三陸地域に観光客や旅行業者が期待すること 

 三陸地域は、海の幸が豊富という印象を持ってくる方が多い。その期待を超える感動の提

供が、再来訪を呼び込むと思う。そこに存在するのは、海に限らない自然の恵みと「ひと」

の魅力である。全国どこの観光地においても「食」に対する観光客の関心は高い。その一方

で来訪者がぷらっと立寄りその恵みの豊かさを感じることができる施設が増えると良いと思

う。フィンガーフードのようなものから、オーベルジュのようなものまで素材の恵み（豊か

さ）を来訪者が受け取れる受入れ側のさらなる取組も期待したい。 

 団体旅行を企画する側からいうと、現状のお客様のニーズに合った買い物（お土産）を提

供する施設・お土産品が十分とは言えない。来訪者が地域経済に貢献するためにも、消費す

る拠点があることが望ましいと思う。 

 東京から３ 万円で北海道・沖縄に行ける時代に、５万円出しても三陸に行きたいと思わせ

るだけの「必然性」と「価値の訴求」が必要だ。再来訪に結び付けるためにも重要なポイン

トと言える。 

 

観光客を三陸に呼び込むために考えられる戦略 

 首都圏の学校の修学旅行先は京都・奈良が定番であったが、近年インバウンドが好調であ

り、宿泊施設の確保が難しくなってきている。さらに、学校側は教育的効果が得られる体験

学習型の修学旅行のコンテンツを求めている状況もある。三陸地域は震災学習や民泊、水産

業体験といったコンテンツの素材が豊富であり、その素材を磨き上げることで、教育旅行を

積極的に誘致できるチャンスなのではないか。 

 現在、東北への訪日外国人の来訪は他地域と比較しても伸びていないが、橋野鉄鉱山の世

界遺産認定に加え、2019年には釜石市を会場の一つとするラグビーワールドカップも控えて

おり、訪日外国人の来訪環境を整え、迎え入れる体制が必要だ。受入れのための Wi-Fi環境、

免税店登録と場所等の情報提供、クレジットカード決済環境などの受入れ環境整備と、来訪

者ニーズ（食や観光資源）も意識した取組が重要である。 

 

三陸の観光コンテンツ充実のための取組方法 

 旅行商品として観光プログラムを販売するには、受入れ側の体制や安全性などの条件をク

リアすることが必要であり、県や市町村、観光ＤＭＯ等が観光コンテンツとなりうる地域の

素材を旅行商品として育てていく役割を担うことが望ましい。 

 観光プログラムづくりは地域の人々が、観光に参画するきっかけとなる。地域の魅力を地

域の方みなさんで発信することで多くの方が観光による恩恵を受けることなども重要だ。観

光客にリンゴ農園の作業を手伝ってもらい、見返りに収穫したリンゴを提供するだけでも、

観光プログラムとなる。地元の人にとっては、手伝ってもらっているのに喜んでもらえる様

子をみることで、相互に地域の新たな価値の発見につながる。 

 また、三陸地域においては、観光情報の提供や地域交流の拠点として、複数の新たな道の

駅が計画されているが、その機能を今一度確認・活用し、居住者も来訪者も地域の恵みを感

じることができるような施設づくりを進めると良いのではないか。 
 

株式会社 JTBコーポレートセールス チーフディレクター  
 毛利 直俊 氏 

〜 観光分野専門アドバイザーから一言 〜 
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Ｃ-１ 地域間交流のまちづくりプロジェクト  

～地域の人々が交流しながら快適に生活できる環境の形成～ 

（目的） 

 復興道路の整備や鉄道の復旧等による生活圏域の変化に対応し、生活サービス機能43の利便性の向上

を図り、地域の人々が快適に生活できる環境を形成する。 

（震災後のまちづくりの状況） 

 東日本大震災津波により被災した市町村では、将来の人口減少や高齢化を見据えて、地域住民と協議

を重ねながら、被災した地域の嵩上げや高台移転等を進めるとともに、鉄道駅等の交通結節点に公共施

設や商店街等の中心市街地機能を集約したコンパクトなまちづくりを進めている。 

 例えば、宮古市においては、宮古駅南側地区に市役所等の行政機能を移転するほか、田老地区ではま

ちの姿に合わせて新駅を設置する計画があるほか、岩泉町では岩泉小本駅周辺に津波防災センターや

小・中学校等の施設を整備するなど、鉄道駅等の交通結節点を拠点としたまちづくりが進んでいる。ま

た、山田町では「まちなか再生計画」の認定を受け、まちづくり会社が運営する商業施設等が駅前の商

業エリアに整備予定になっている。陸前高田市や大船渡市においても「まちなか再生計画」の認定を受

け、かさ上げした中心市街地に大型商業施設や商店街等を配置するまちづくりを進めているなど、各地

で復興まちづくりが進んでいる。 

 他にも、隣接市町村の医療施設へのコミュニティバス運行等、公共交通の確保や、三陸鉄道やバスの

利用促進等の検討が進められている。 

 

（生活圏の変化に対応した生活サービス機能の在り方） 

 三陸地域の交通ネットワークの整備により広域的な移動が容易になることから、生活圏が拡大する。

例えば、従業員の通勤エリアが拡大したり、三陸鉄道の久慈駅～盛駅間の一貫運行によって、高校生の

通学エリアや、通院や購買する地域が拡大することが予想される。 

 そのため、日常生活に不可欠な生活サービス機能について、広域的な視点で維持や充実を図っていく

ことや、公共施設等の共同利用を検討するとともに、生活圏としての一体感を醸成するため、地域住民

の交流を促進することも重要である。 

  

 

 

 

 

                             
43 生活サービス機能：日常の生活を営むに当たり必要となる機能であり、医療、福祉、教育、水道・汚

水処理等の公共サービス、交通、購買・消費（商業）、雇用（就職）、住宅宅地、防災をはじめ地域コミュ

ニティの活動の場、自然環境、歴史・伝統・文化の存在なども含まれる概念である。この生活サービス

機能の確保とは、地域に暮らす人々が日常的に移動する範囲において、生活サービス機能を受容できる

水準で享受することができること 
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住田町コミュニティバス 

（出典：住田町ＨＰ） 

 

【事例：複数地域で運行されるコミュニティバス（住田町）】 

「平成 21年度に、町は路線バスやスクールバス、患者輸送バスといった、公共

交通のよりよい在り方について総合的に検討した。陸前高田住田線を運行する岩手

県交通から、終点の八日町を川口（住田高校前）に短縮したいという申し出があっ

たことから、廃止される川口～八日町間と、それまで住田交運が運行していた八日

町～上有住駅間と八日町～遠野駅間、さらに八日町から下有住方面に運行していた

患者輸送バス、これらを１つにまとめ、平成 22年４月１日から「住田町コミュニ

ティバス」として運行を開始したもの」（出典：住田町ＨＰ）であり、現在、住田

町コミュニティバスは地域を越えて遠野市までバスの運行を行っている。 

 

 

（イメージ） 
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（取組内容１：地域交通システムの構築と利用促進） 

① 三陸鉄道やバス事業者の連携による利便性の向上【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

道路や鉄道ネットワークの整備を有効に活用し、三陸鉄道やバス事業者が連携して乗継の利便性を

高めるとともに、駅と観光地・病院・商店等へのアクセス向上を図るほか、鉄道とバスとの共通乗車

券の発行等により、子どもからお年寄りまでが利用しやすく利便性の高い公共交通システムを構築し、

日常利用を促進する。 

 

② 自家用車タクシー44や超小型モビリティ45等の二次交通の導入の検討 

【中長期的に実現を目指すもの/民間・行政】 

自家用車タクシーの仕組みや超小型モビリティの導入等を組み合わせ、駅やバス停などからの二次

交通をきめ細かく確保することも検討する。 

 

③ 公共交通利用増加に向けた意識の醸成【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

日常的な鉄道・バス利用には、公共交通利用を前提としたライフスタイル構築や意識づけ46が必要

であることから、公共交通への利用誘導や啓発活動を実施する。 

（取組内容２：生活サービス機能の共同相互利用の推進） 

① 生活サービス機能の充実と広域的利活用の推進【近い将来に実現を目指すもの/行政】 

  生活サービス機能の確保については、復興道路の整備や鉄道復旧により広域の移動が容易になる。

このため、公共施設等の共同利用、整備における役割分担により、効率的に、より充実した施設が整

備できるようになり、維持管理の負担も軽減される。 

例えば、三陸鉄道の駅や道の駅をまちの拠点と位置づけ、三陸地域の各市町村の住民が相互利用で

きる買物、医療、金融等の機能の立地誘導を図ることや、釜石市内に整備される「釜石鵜住居復興ス

タジアム（仮称）」等の広域的利活用等が考えられる。 

 

② 行政サービスの連携・共同化の検討【中長期的に実現を目指すもの/行政】 

  住民ニーズが多様化する中で限られた行政の人材や財源を有効に活用するため、岩手県沿岸市町村

復興期成同盟会の枠組み等を活用し、市町村職員同士の相互交流の機会を設け、地域の課題を相互に

共有できる環境づくりを行うとともに、各地域の観光イベントの日程調整といったところから市町村

間で調整する実績を積み上げるなど、市町村の連携を促進し、広域での行政サービス確保に取り組み、

連携･共同化が可能な業務についての検討行う。 

 

                             
44 自家用車タクシー：一般のドライバーが自家用車を使い、代金をもらって送迎する「ライドシェア（相

乗り）」サービス 
45 超小型モビリティ：コンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる軽自動車よりも小さい

二人乗り程度の三・四輪自動車 
46 公共交通利用を前提としたライフスタイル構築や意識づけ：多様な交通施策を活用し、個人や組織・

地域のモビリティ（移動状況）が社会にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化することを促す取組が

各地で実施されている。例えば、自動車以外の通勤を呼びかける冊子と地域の公共交通マップの配布（京

都府宇治市・茨城県竜ヶ崎市）や、学生等の年間パスの発行（茨城県つくば市）等がある 
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（取組内容３：地域内交流の促進） 

① ライフステージに合わせた人的交流の促進【近い将来に実現を目指すもの/民間】 

交通ネットワークの整備により形成される新たな広域生活圏において、野球やラグビーのアマチュ

アのスポーツチーム・リーグ立ち上げ等のスポーツ交流や小中高校生等の地域間交流、広域での婚活

イベントの開催など、人々のライフステージに合わせた様々な交流を促進する。 

また、三陸広域をカバーするコミュニティ誌や、ケーブルテレビ、ラジオ局による情報発信等によ

り、一体感の醸成を図っていく。 
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Ｃ-２ 開かれたまちづくりプロジェクト 

～地域人材と外部人材による地域づくりの実働部隊を編成～ 

（目的） 

人材が広域で活躍できる仕組みや移住者の受入れ態勢づくり等を通して、地域内外の多様な人材の力

を三陸地域全体の地域づくりに生かしていく。 

 

（地域コミュニティをとりまく状況） 

 復興まちづくりを進める上で、災害公営住宅への入居者等の新たなコミュニティ形成が課題となって

いる。また、三陸地域では少子高齢化と人口減少が進むことが見込まれており、既存の地域コミュニティ

の維持も課題となっている。 

 そのような中、例えば、釜石市では、地域課題解決の方法として、従来の地域住民と、震災ボランティ

アやインターンシップ参加者や地元出身者等が相互に補完し合う「オープンシティ戦略」の取組が進め

られるなど、復興を支援するために三陸地域を訪れたボランティアや移住者、地域の女性や若者が主体

となったコミュニティ形成支援や地域づくりの動きも見られる。 

 

 

【事例：支援員制度を活用した地域課題への取組～釜援隊～】 

１ 釜石唐丹地区地域コミュニティ支援 

復興まちづくりに関する合意形成と地域活動の活発化支援として、地域会議主体のイベント開催の支

援や運動会、旅行等による地域間交流の促進を行っている。平成 26 年には郷土芸能祭を初開催し、平成

27 年４月には「釜石さくら祭り」の６年ぶりの復活を支えた。 

２ 釜石○○（まるまる）会議 

学生、お母さん、市内外の若者等、みんなで楽しく釜石のことをより良くしていくための会議を開催

している(第１回は平成 27年３月)。同年６月には、世代や役職を超えて釜石について語り合う「釜石百

人会議」が開催され、約 100 名が参加、釜石の地域課題や魅力について意見を出し合った。 

３ 水産加工品ブランド化プロジェクト（「海まん」の共同開発・販売） 

釜石市内の食品製造・加工会社６社で構成された「釜石六次化研究会」がキリングループの支援(復興

応援キリン絆プロジェクト)を受け、海鮮中華まんじゅう「釜石 海まん」を共同開発した。商品販売は、

釜援隊の中村博充氏が代表取締役として設立された KAMAROQ 株式会社が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

釜石 海まん 釜石さくら祭り 釜石〇〇（まるまる）会議 
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（新たなコミュニティ形成の在り方） 

  地域に居住する人や外から来た人、また、若者や女性など多くの人が、地域で協働し、刺激し合っ

て、地域づくりに取り組み、コミュニティの再生や新たな地域の産業振興につながる好循環が生まれ

ていくような仕組みづくりが重要である。 

【事例：新たなコミュニティ形成としてのオープンシティ～釜石市オープンシティ戦略～】 

オープンシティ戦略では、基本思想として「オープンシティ釜石」を掲げ、歴史が育んだ文化的土壌と社会関係資本を

最大限生かしながら、良質な地域内外の交流を通じて、多様な人材が還流し、地域の課題と可能性が自分事化され、新た

な事業機会や市民活動が生み出されることによって、希望が連鎖していく、そうしたサイクルが自立的に回っている状態

を地域のありたい姿として掲げています。 

「活動人口」と「つながり人口」を戦略の柱に据え、このまちに生きることを自ら選択し、小さな挑戦を生み育て、そ

れぞれの役割を全うする市民一人ひとり（＝活動人口）が生き生きと暮らすことのできるまちづくりを実現し、必ずしも

将来的な定住に捉われることなく、釜石の暮らしや産業、まちづくりに多様な関わりを有するすべての人々（＝つながり

人口）が、相互に補完し合い、住民票上の人口以上に、地域に活力が生み出され、市民一人ひとりが役割と品格を持ち、

地域の誇りとともに生き生きと暮らす姿を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例：多様な移住の選択肢の提供～にいがたイナカレッジ～】 

公益社団法人中越防災安全推進機構ムラビト・デザインセンターは、中

越大震災からの復興を支援する中間支援組織。過疎化が進んだ集落の新し

い担い手対策、そして自然豊かな地域で自分らしいライフスタイルを実現

したい都市の若者達をつなぐ仕組みとして、2012年にＩターン留学「に

いがたイナカレッジ」を開始した。 

 

 

イナカレッジでは、「すぐ移住したい人」から「地方の暮らしに興味がある人」までを対象にインターン生を受け

入れている。事業の特徴は、若者は地域のことを何も知らないため、地域ぐるみの受入れ体制として、１人対１人の

師弟ではなく、地域全体でインターン生を教えることである。 

インターン生を受け入れる中で、「集落の雰囲気が変わった。明るくなった」「何かを教えることができるのは幸

せ」「地域内で集まることが増えた」など地域の声が挙がっている。(平成 26年度参加者８名のうち、７名が定住) 

現在は、地域に関わるきっかけづくりとして各種イベント (ライフスタイルカフェ・今年 1,000名近く参加した全

国地域仕掛人市等) を開催している。 

（にいがたイナカレッジ担当 金子氏） 

オープンシティ戦略の基本思想 

（イメージ図）（出典：釜石市ＨＰ） 

イナカレッジイメージ 
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（イメージ） 

 

 

（取組内容１：地域づくりの人材が広域で活躍できる仕組みの構築） 

① 若者や女性等の地域づくり人材のネットワーク構築【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

震災後に三陸地域の地域づくりに様々な形で関わってきた人材のネットワーク化とフォローアッ

プを行い、地域づくり人材の定着を推進する。 

特に、震災以降、新たに地域づくりに関わり、活発に活動している若者・女性等の連携を推進し、

情報の提供や研修の実施等のフォローアップやネットワークづくりのためのイベント開催、また、地

域の若者や女性が地域づくり活動に参画しやすい環境づくりなどの取組を推進していく。 
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② 地域課題に対応できる人材の三陸全体での活用の推進【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

 三陸地域で事業創出やコミュニティ支援等、地域づくりに様々な形で関わってきた人材が、他の地

域や広域で地域づくりに関われるように、地域の人材の取組やスキルをリスト化し、それぞれの地域

課題に対応した人材のマッチングを行う仕組みを構築する。 

 

（取組内容２：来訪者や移住者の受入れ態勢の充実） 

① 移住・定住につなげる受入れ態勢づくり【早期に実現を目指すもの/民間・行政】 

来訪者や移住者が地域コミュニティの新たな担い手として、地域づくり、伝統文化の継承に関わり、

コミュニティの活性化に資するような、交流人口の拡大や三陸地域への移住・定住を推進するため、

来訪者や移住者への雇用・居住・生活面のきめ細かい支援を行うなど、移住、定住につなげる受入れ

態勢づくりを推進する。 

 

② 多様な居住スタイルの場の提供【近い将来に実現を目指すもの/民間・行政】 

  本格的な田舎暮らしや二地域居住を希望する人、三陸地域の暮らしや文化を感じつつ過ごせる短期

の滞在を希望する人、三陸地域を自己成長の場として捉え地域づくりに関わる若者等、それぞれの目

的に合わせて、空き家の斡旋や、家庭菜園を併設した簡易宿泊施設等、多様な居住スタイルの場を提

供する。 

 

（取組内容３：新たなライフスタイルの発信） 

① 三陸ならではの多様で豊かなライフスタイルの発信【早期に実現を目指すもの/民間】 

  自然や文化を享受しながら心豊かに暮らす人々や、漁業や伝統技術の後継者として未来の三陸地域

を担う人々など、三陸地域に暮らし、活躍する人々の多様な生き方・暮らし方を、新たなライフスタ

イルとして発信し、共感する人々の輪を拡げる。 

  三陸ならではのライフスタイルを体現するトップランナーを発掘し、地方での暮らしに興味を持つ

人々の目に触れる雑誌やホームページ等による情報発信や、三陸地域での暮らしに興味のある首都圏

等の人々との交流機会をつくり、三陸の豊かな自然の中での暮らしをＰＲし浸透を図っていく。 
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【事例：地域固有の資源を生かした暮らしの再生による交流

人口の増加～三陸駒舎～】 

一般社団法人三陸駒舎は、被災地の子どもの心と体のケアと

して、釜石市にある築 90年の古民家「曲り家」を再生し、馬と

ともにある暮らしの場づくりに取り組んでいる。釜石市に数十

年前に馬とともに暮らしていた文化があり、歴史や自然と共生

する知恵・技をつなぎ直すことで、心豊かに過ごすことのでき

る持続可能な社会の実現を目指すことを理念としている。 

平成 26年度は「曲り家」が多く残る地区を馬に乗って巡る

ホーストレッキングのトライアルプログラム、平成 27 年は「曲

がり家」再生の資金調達をクラウドファンディングにより実施し

た。 

平成 28年度から馬との触れ合いによる心と体のケアプログラ

ムや、馬と一緒に暮らす宿泊体験等のエコツーリズムの提供を開

始する予定としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬がいる地域の未来のイメージ 

（出典：三陸駒舎クラウドファンディングページ） 
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～専門アドバイザーから～ 

 

〜 略歴 〜 

中越大震災直後から山古志村の災害救援ボランティア活動に関わり、2005

年５月に地域復興のための中間支援組織「中越復興市民会議」を創設 

 その後、公益社団法人中越防災安全推進機構復興デザインセンター長を兼

務し、被災中山間地域に設置された地域復興支援員の人材育成等に従事 

 最近では、集落支援員や地域おこし協力隊等をネットワークする「地域サ

ポート人ネットワーク全国協議会」の設立に尽力し、全国の中山間地域の再

生や防災対策に尽力 

中越地震からの復興の経験を踏まえた、三陸地域のこれからの取組み 
 まずは地域の人々の生活基盤の再生をしっかり進め、その上で地域住民のコミュニティを
形成していくことが大切であると考える。東日本大震災から５年が経過し、インフラの復旧
や整備も進んできた。地域住民が震災で失った喪失感をそのまま回復することは難しいが、
地域コミュニティの賑わいを創出し、未来志向の新しい価値観の下で、幸せに生きていくこ
とは可能である。 
 
外部の新しい視点・価値観をもった人材を受入れ、地域づくりに活かす仕組みづくりが重要 
 若い人にとって、東京に行って大企業に入ることが幸せという価値観だけではなくなって
おり、地方での就職を望む人も増えてきている。また、大都市の企業を退職した世代が、地
方移住する動きも見られる。   
 外から来た人材は、従来の地域の人間と異なる視点をもち、地域の伝統文化や暮らし方に
新しい価値を見いだすことで地域の人々に新たな気づきをもたらしている。さらに、長岡の
イナカレッジでは外から人が来ることで、仲違いしていた人間関係が解きほぐされたり、宮
城県女川町のアスヘノキボウで活躍する小松氏のように、地域に新しいビジネスが生まれる
など化学反応も起こっている。また、外から来た人材も、地域で必要とされている自分の存
在に気づき元気になる状況も見られる。 
 このように、今いる人と来た人がともに元気になる好循環を生み出すためには、岩手の中
で人を活かす仕組みをつくることが不可欠である。また、２〜３日の地域居住お試し滞在か
ら、月単位、年単位の地域居住サポートなど、外から人を受け入れる柔軟なしくみを持つこ
とも大切である。長岡では、中越地震を機に、集落を越えた連携、行政等の立場を超えた連
携ができ、地域づくりを推進するための人材を活用する仕組みが構築された。 
 三陸地域には、震災を機に優秀な人材が多数入って活躍しており、恵まれた状況にある。
全国では、地域おこし協力隊を活用する自治体の間で人材の取り合いが始まっている。これ
からは地域住民と外部人材がともに成長し、人材がキャリアアップできる仕組みをもつ地域
に人材が集中していくと思う。 
 
地域内の経済循環の仕組みを、若者・女性の力を生かし、地域が主体的に行うことが理想 
 これからの地域づくりは、もちろん外からお金を稼ぐことも重要だが、地域内で経済を循
環する仕組みづくりが大事である。例えば、地域の食糧自給率を上げるために、休耕田で野
菜をつくり学校給食や配食サービスで利用することや、地域のバイオマス活用による地域内
でのエネルギー循環の仕組みづくりなどがある。このような仕組みを企画、実行していくた
めには、地域が自ら現状分析し、戦略を立て、地域づくりのアクションを起こしていくこと
が理想である。 
 このような主体的な地域づくりを担う人材として期待されるのは、地域に住む若者や女性
である。20代・30代という若者世代は、これからの生き方や社会に対する危機感を持ちチャ
レンジの機会を求めている。女性は、既存の自治会組織とは違う仕組みで新しい発想で地域
づくりに取り組むことができる。このような若者・女性の力を生かし、主体的な地域づくり
の取組みに育てていくことが大事である。 

公益社団法人中越防災安全推進機構 
震災アーカイブス・メモリアルセンター長 
 稲垣 文彦 氏 

〜 コミュニティ分野専門アドバイザーから一言 〜 
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検討の経緯 

 

ヒアリング等 

行政関係 ６月 17日～２月９日 

三陸地域 市町村長（沿岸 12市町村及び住田町） 

三陸国道事務所、南三陸国道事務所 

 

企業・団体 10月５日～11 月 18日 

観光業、製造業、流通業、水産加工業、漁業協同組合 等 

 

専門アドバイザー 10月 29 日～２月 25日 

キリン株式会社ＣＳＶ本部ＣＳＶ推進部 絆づくり推進室長 野田哲也氏 

株式会社ＪＴＢコーポレートセールス チーフディレクター 毛利直俊氏 

公益社団法人中越防災安全推進機構 震災アーカイブス・メモリアルセンター長 稲垣文彦氏 

 

復興委員会 ６月 19日～２月 4日 

復興委員会、総合企画専門委員会、女性参画推進専門委員会（延べ７回） 

 

市町村への情報提供 ６月４日～10月 21日 

岩手県沿岸市町村復興期成同盟会総会・ＷＧ （延べ５回） 

 

他地域事例調査 

宮城県 女川町・石巻市（７月 22、23日） 

新潟県 長岡市・十日町市（10月 29、30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 陸 の 未 来 を 拓 く 提 案 

三陸復興・振興方策調査報告書 

 

 

岩手県復興局 

 平成 28年 3月発行 

〒020-8570 盛岡市内丸 10-1 

TEL.019-629-6945 FAX.019-629-6944 


